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SDGsSDGs
エスディージーズ

知知っていますかっていますか？？

身近なことから SDGs を考えていきませんか？

　SDGsとは、地球上の「誰ひとり取り残さない（leave no 
one behind）」をテーマに、平成27年９月の国連サミットで
採択された「持続可能な開発目標」です。　

●問い合わせ
　企画政策課　内線290

最近、テレビや新聞で
SDGsという言葉を聞くよ！
SDGsについて考えてみよう！

SDGsSDGsってって何？何？

持続可能な開発目標

S
サ ス テ イ ナ ブ ル

ustainable D
デ ベ ロ ッ プ メ ン ト

evelopment G
ゴ ー ル ズ

oals

17のゴール
（目標）

169のターゲット
（具体的な目標）

SDGs

国連加盟193か国
が2030年までに
達成する

目標なんだね！

普段の行動が世界を変える
力になるんだね！

マイバッグ、マイ
ボトルを持ち歩く

電気をこまめに消す。
エネルギーを無駄に
しない

ごはんは
残さず食べよう！

世界の子どもたちの
ために募金をする

　私たちの住む地球には、地球温暖化
や貧困格差の拡大など様々な課題があ
ります。このままでは、地球が危ない
ので『「人間がずっと地球に住み続けら
れるように開発・発展する」にはどう
したらよいだろう？』と世界のみんな
で考えてつくられました。１人ひとり
の行動が持続可能な世界をつくること
につながります。身近にできることか
ら実践してみましょう。

今日からできる今日からできる
SDGsSDGs

どうしてどうして
つくられたの？つくられたの？
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SDGs で掲げる
17の世界共通

目標　

答え　省エネ家電を使用する→目標７　食品ロスを減らす→目標12　
　　　町内をウォーキング→目標3

子ども食堂子ども食堂

　 下 の 項 目 と 関 連 が 一 番 深 い 下 の
SDGs アイコンを線で結んでみよう！

※ SDGs は必ずしも、１つの取組みに対して１つの
目標ではありません。ものごとを掘り下げていく
と複数の目標に当てはまります。

SDGs について

一緒に考えてみよう！

町内を
ウォーキング

省エネ家電を
使用する

食品ロスを
減らす

それぞれ
どんな目標が
あるのかな？

すでに多くの行政、企業、住民
それぞれで、SDGsに対する
取組みがはじまってるよ！

具体的に取り組んで
いることって何？

世界からあらゆる貧困をなくす
　子ども食堂によって、交流と体験、

「つながり」を提供し、栄養面だけでな
く心の貧困を救うことにつながります。

平和でだれもが受け入れられ、すべての
人が法や制度で守られる社会をつくる
　子どもたちの見守りや、住民同士が
交流できる場が生まれることで地域の
犯罪軽減につながります。

　子ども食堂とは、栄養のある食事や温かな団ら
んを提供することを目的にはじまった取組みです。
　町でも、様々な団体が子ども食堂を設置してお
り、世代を超えて住民同士が交流できる「居場所づ
くり」に取り組んでいます。
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東浦町
環境かわら版

東浦町
環境かわら版東浦町の水環境

　について考えよう
東浦町の水環境
　について考えよう 　「東浦町の環境を守る基本計画」の改定を行っています。

第

１
回

第

１
回

はぜぽん
町内の環

境を守るために、
毎月１日号に環境に関する記事を掲載します。

●問い合わせ　環境課　内線 282

河川BOD値から見た
　　　　町内河川の水質状況

尾張森岡駅

緒川駅

東浦町役場

石浜駅

東浦駅

知多半島道路
東浦知多 IC

巽ヶ丘駅

鎌池川

須賀川

豆搗川
境川境川

明徳寺川

岡田川

五ヶ村川

石ヶ瀬川

阿久比川

　町には、北から石ヶ瀬川、岡田川、明徳寺川、豆
まめつき

搗川、須賀川の５河
川が町内を西から東に流れています。西側（緒川新田地区）に流れる鎌池
川は阿久比川へ合流し、東側の刈谷市との境界では５河川が境川に合流
しています。その後河川の水は衣浦湾を経て三河湾（海）に流れます。
　有機物の多い水が川を経て海に流れると、有機物が海に溜まります。
有機物などが増えると海が富栄養化し、赤潮や苦潮の発生原因となりま
す。特に三河湾は、まわりの海と水の交換がされにくく閉鎖された水域
であるため、海に有機物が溜まりやすく、海の生き物に影響を与える場
合があります。川をきれいに保つことが海や生き物を守ることにつなが
ります。

　河川には、地表に降った雨水や工場などからの産業排水、農業・畜産
などからの排水のほか、台所、風呂やトイレなど、私たちの日常生活か
ら出る生活排水が流されています。かつては、産業排水が水の汚れの主
な原因でしたが、工場などに対する規制が強化された結果、現在は生活
排水が汚れの大きな原因となっています。
　生活排水とは台所、トイレ、風呂など、日常生活で使った水のことです。
そのうち、トイレの水（し尿）を除いたものを生活雑排水といいます。私
たち1人が1日に出す生活排水のうち、生活雑排水の汚れは全体の約
67％を占め、とくに台所からの汚れが多くを占めています。食べ残しや
調理くずなどを毎日流すと、大きな汚れの原因となってしまいます。

水環境と海との関係

赤潮や苦潮が発生すると
生き物に影響を与えるよ
うぅ…苦しい…

私たちが使った水が川の
汚れ

の原因になっているんだ
な…

※ BOD（生物化学的酸素要求量）…川などの有
機物による水のよごれを表す代表的な指標

※河川 BOD 値は、天候などにより左右される
ため、常時ではなく調査日の状況

平成
29年

平成
30年

令和
元年

石ヶ瀬川 〇 〇 〇
五ヶ村川 〇 〇 〇
岡田川 〇 〇 〇

明徳寺川 〇 〇 ×
豆搗川 〇 〇 〇
須賀川 × × ×
鎌池川 〇 〇 ×

１人１日
あたりの
汚れの
排出割合

し尿

台所 45%
生活
雑排水

洗濯・
風呂など
22

洗濯・
風呂など
22%

33%

67%

河川の水の汚れの原因

…環境基準達成の河川
　フナ、コイなどがすめる

〇

×…環境基準未達成の河川
　魚がすみにくい

東浦町の川ってキレイ？

（公財）日本環境整備教育センター
「浄化槽の維持管理」より

意外に汚れているんだな…

町内を流れる川
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・有機物の多い水…水の中に含まれる
細かな食べ物のかすなどの汚れが多
く含まれる水。微生物が分解する（食
べる）ことができるもの

・富栄養化…水中の有機物などが過剰
に溜まること

・苦潮…富栄養化した海で大量のプラ

ンクトンが発生（赤潮）し、その死骸
が海底で分解される際に水中の酸素
を消費することで、海水が青白く変
色する現象

・単独処理浄化槽…トイレの水（し尿）
のみを処理し、浄化する浄化槽

・合併処理浄化槽…トイレの水（し尿）

に加え、生活雑排水も一緒に処理す
る浄化槽

・東浦町の環境を守る基本計画…町の
環境行政や住民・事業者の皆さんと
の協働による取組の方向性を定めた
計画

　水の効率的利用・水不足の減少
□油は排水口に流さずふき取りましょう
□洗剤やシャンプーは分解性の高いものを適量使い

ましょう
□公共下水道処理へ接続しましょう
□浄化槽は、汚物の流出や悪臭を防止す

るために、毎年保守点検や清掃を、法
律で定められた回数行い、適正に維持
管理をしましよう

単独処理浄化槽または、し尿くみ取りから合併処理浄化槽へ
転換設置する住民に対し、設置費の一部を補助しています。

□側溝や排水路は、定期的にスコップなどで汚泥を出すなどの清掃を
行い、地域の水は地域で守りましょう
※落ち葉や土などの汚泥がたまると水の流れが悪くなり、悪臭や害

虫の発生源となります。
清掃した汚泥などの処分については、土木課へご相談くだ
さい。
●問い合わせ　土木課　内線278

　食品ロス・廃棄物の減少
□食べ残し、飲み残しを減らしましょう
□「調理くず」はネットをつけるなど流さない工夫を

しましょう
□廃食用油は、ペットボトルにためて「資源ごみ」と

して出しましょう
食用油（植物性食用油）を資源ごみとして、役場やコミュニ
ティセンターなどで回収を行っています。回収後は、ペンの
インクや接着剤などに再生利用されます。

皆さんの行動が世界の環境を守ることに繋がっているんだね

今日からできる生活排水対策

語句の説明

町の

支援

町の

支援

町の

支援

生活排水対策は
SDGs にも
つながります

河川をきれいに保つ

14 海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために
海洋・海洋資源を保全し、
持続可能な形で利用する

SDGs
達成

６ 安全な
水とトイレを世界中に

すべての人々の水と衛生
の利用可能性と持続可能
な管理を確保する

水を大切に使う
SDGs
達成

12 つくる責任
つかう責任

持続可能な生産消費形
態を確保する

食物を無駄にしない
SDGs
達成

東浦町の環境を守る

11 住み続けられる
まちづくりを

安全で災害につよいまち
をつくる

SDGs
達成

東浦町
環境基本計画

実施計画



●職種・採用予定人数・資格
職　種 採用予定

人数 資　格

事務職 ６名
程度

平成６年４月２日以降に生まれた方で、大学を卒
業または令和３年３月卒業見込みの方

事務職
（障がいを
有する方）

若干名

次のいずれにも該当する方①平成６年４月２日以
降に生まれた方で、短期大学などもしくは大学を
卒業または令和３年３月卒業見込みの方②身体障
害者手帳、療育手帳（愛護手帳）または精神障害者
保健福祉手帳の交付を受けている方

事務職
（情報） 若干名

次のいずれかに該当する方①平成２年４月２日以
降に生まれた方で、大学を卒業もしくは令和３年
３月卒業見込みの方で、情報処理技術者試験また
は情報処理安全確保支援士試験のうち、いずれか
の試験に合格している方②平成２年４月２日以降
に生まれた方で、大学を卒業し、民間企業などで
正規社員として情報（ＩＣＴ）関連の実務経験が２
年以上ある方

事務職
（高卒） 若干名 平成14年４月２日以降に生まれた方で、高校を

令和３年３月卒業見込みの方

技術職

若干名

平成６年４月２日以降に生まれた方で、大学の土
木課程を卒業または令和３年３月卒業見込みの方

技術職
（経験者）

平成２年４月２日以降に生まれた方で、大学の土
木課程を卒業し、正規社員として関連の民間企業
などで実務経験が３年以上ある方

技術職
（高卒） 若干名 平成14年４月２日以降に生まれた方で、高校の

土木課程を令和３年３月卒業見込みの方

保育士

20名
程度

昭和50年４月２日以降に生まれた方で、短期大
学などもしくは大学を卒業し、保育士資格と幼稚
園教諭免許の両方を取得した方または令和３年３
月卒業見込みで、保育士資格と幼稚園教諭免許の
両方を取得見込みの方

保育士
（経験者）

昭和45年４月２日以降に生まれた方で、短期大
学などまたは大学を卒業し、保育士資格と幼稚園
教諭免許の両方を取得していること。また、正規
社員として保育士の実務経験が３年以上ある方

東浦町職員募集東浦町職員募集
来たれ！熱い志を持つ学生・社会人！来たれ！熱い志を持つ学生・社会人！

●採用日
11月1日または令和３年４月１日

●試験日時
　第１次試験

・事務職（高卒）および技術職（高
卒）を除く職種

　８月３日（月）～８月16日（日）
※15日（土）および16日（日）を含む

・事務職（高卒）および技術職（高
卒）

　10月24日（土）
●申し込み
　申込書と必要書類を問い合わせ先
へ
　なお、秘書人事課で配付する「第１
回東浦町職員採用試験案内」または
町ホームページで必ず確認してくだ
さい。
●問い合わせ　秘書人事課　内線221

町ホームページ
「職員採用」
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　介護保険制度は､ 本人や家族が抱える介
護の不安や負担を社会全体で支え合うため
の社会保障制度です｡40～64歳の方は､ 国
民健康保険税や職場の医療保険料と合わせ
て納付しますが､ 65歳以上の方は､ 知多北
部広域連合に納付することとなります｡ ま
た､ 災害などの事情により保険料や利用者
負担の減免を受けることができます｡
　詳細は問い合わせ先へ

所得段階 対　象 基準額
①

保険料率
②

介護保険料（年額）
①×②

（百円未満切り捨て）

第１段階第１段階

①生活保護受給者または中国残留邦人等支援給付受給者
②老齢福祉年金受給者…★
③前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が
　80万円以下の人…★

60,876
円

0.45
27,300円
本人負担額
18,200円

軽減額9,100円

第２段階第２段階 前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が
80万円を超え120万円以下の人…★ 0.65

39,500円
本人負担額
30,400円

軽減額9,100円

第３段階第３段階 前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が
120万円を超える人…★ 0.75

45,600円
本人負担額
42,600円

軽減額3,000円

第４段階第４段階 世帯に市町村民税課税の方がいて､ 前年の課税年金収入と
その他の合計所得金額の合計が80万円以下の人…● 0.90 54,700円

第５段階第５段階 世帯に市町村民税課税の方がいて､ 前年の課税年金収入と
その他の合計所得金額の合計が80万円を超える人…● 1.00 60,800円

第６段階第６段階 前年の合計所得金額が120万円未満の人…○ 1.20 73,000円

第７段階第７段階 前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人…○ 1.30 79,100円

第８段階第８段階 前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人…○ 1.50 91,300円

第９段階第９段階 前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人…○ 1.70 103,400円

第10段階第10段階 前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人…○ 1.80 109,500円

第11段階第11段階 前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人…○ 1.90 115,600円

第12段階第12段階 前年の合計所得金額が800万円以上の人…○ 1.95 118,700円

　保険料基準額（60,876円）を基準にして、前年所得などに基づき所得段階別に保険料を決定します。
★…世帯全員が住民税非課税　●…本人が住民税非課税者　○…本人が住民税課税者

介護保険料介護保険料 ４月１日現在で65歳以上の方の今年度介護保険料は次のとおりです。

（注１）合計所得金額…地方税法上の合計所得金額（収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額）のこと。扶養控除や
医療費控除などの所得控除をする前の金額。土地などの売却などに係る特別控除額がある場合は、長期譲渡所得および短期
譲渡所得にかかる特別控除額を控除

（注２）その他の合計所得金額…（注１）の合計所得金額から課税年金の所得金額を差し引いた金額

65歳以上の方の
介護保険料
問い合わせ
・知多北部広域連合　事業課　 052-689-2261
・役場　ふくし課　内線127
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　サービスを利用する際にかかった費用のうち、 自己
負担分（所得金額などに応じて１割～３割）をお支払い
いただきます。要介護・要支援認定を受けている方全員
に負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を送付
いたしますので、サービスを利用される方は、ケアマネ
ジャーおよびサービス事業者へ提示してください。

 負担割合証 負担割合証

　バーコード付きの納付書についてはコンビニエン
スストアで介護保険料のお支払いが可能です。
ただし、納付書記載の「コンビニエンスストア使用期
限」を過ぎた納付書およびバーコードが印字されてい
ない納付書については、コンビニエンスストアでの
取り扱いができませんのでご注意ください。

コンビニエンスストアでの納付コンビニエンスストアでの納付

　年金からの天引き（特別徴収）と納
付書による納付または口座振替（普通
徴収）があり､ 年6回に分けて保険料
を納付します｡ 特別徴収の方は､ す
でに4月､ 6月の年金から今年度介護
保険料の天引き（仮徴収）をしていま
す｡ また､ 8月の年金についても仮徴
収として介護保険料の天引きをしま
すが､ 10月以降の年金で､ 仮徴収し
た保険料と確定した保険料との差額
を天引き（本徴収）して調整します｡

納付方法納付方法

※4月以降に65歳になった方や転入した方などで6月､8月､10月､12月､2月の各１日時
点の状況で年金保険者(日本年金機構など)から連絡があった方は約6か月後の年金
から天引きされます｡

※特別徴収対象年金は､老齢(退職)年金､障害年金および遺族年金です｡
※普通徴収の方が納付書で納付できる場所については､納付書裏面をご確認ください｡

納付
方法 納　　付　　時　　期

特
別
徴
収

特
別
徴
収

年金からの天引き
第1期分（4月年金･仮徴収） 第4期分（10月年金･本徴収）
第2期分（6月年金･仮徴収） 第5期分（12月年金･本徴収）
第3期分（8月年金･仮徴収） 第6期分（令和３年２月年金･本徴収）

普
通
徴
収

普
通
徴
収

納付書による納付または口座振替
第1期分（7月31日納期限） 第4期分（11月２日納期限）
第2期分（8月31日納期限） 第5期分（12月25日納期限）
第3期分（9月30日納期限） 第6期分（令和３年３月１日納期限）

賦課賦課

　介護保険料の賦課期日は
毎年４月１日です｡ その後､
新たに被保険者資格を取得
した方は､資格を取得した月

（65歳以上で新たに住民と
なった方は､住民となった日
の属する月､４月２日以降に
65歳に到達する方は誕生日
の前日の属する月）から保険
料の賦課が始まります｡

（例）昭和30年８月21日生まれの方で､ 今年度市町村民税が本人非課税で課
税世帯の場合の今年度介護保険料の算出例（第５所得段階の方）

　　令和２年８月から保険料が発生します｡
①介護保険料の年額計算　60,876円（基準額）×1.00（保険料率）=60,876円

　･･･60,800円（100円未満切捨て）
②介護保険料の月割計算（負担該当月数を求め保険料を計算する）　
　60,800円÷12か月×８か月分（令和２年８月から令和３年３月）=40,533円
③今年度の介護保険料　40,500円（100円未満切捨て）
④期別金額（各期別の振り分け計算）

令和２年８月資格取得のため､ 納期が９月以降に規定されている納期回数
により振り分ける｡
第３期分 ･･･10,200円　第５期分 ･･･10,100円
第４期分 ･･･10,100円　第６期分 ･･･10,100円

（100円未満の端数がある場合は初回の納期に振り分け）

65歳以上65歳以上の方のの方の介護保険料介護保険料

　65歳以上の普通徴収に該当する方は､ 便利で安心な口座振替制度をご
利用ください｡
  口座振替を希望される方は､ 利用する口座の通帳および通帳印を持参の
うえ､ 役場ふくし課、知多北部広域連合または金融機関で手続きを行って
ください｡

口座振替制度口座振替制度
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※1　同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、65歳以上の方の収
入が単身の場合383万円以上、2人以上の場合520万円以上ある世帯の人

※2　平成29年8月から3年間に限り、同一世帯のすべての65歳以上の人（サービ
スを利用していない人も含む）の利用者負担割合が1割の世帯には、年間
446,400円（8月～翌7月）を上限とする緩和措置を適用

※３　「その他の合計所得金額」は、地方税法上の「合計所得金額」（収入金額から必
要経費に相当する金額を控除した金額）から課税年金の所得金額を控除した金額。
なお、土地などの売却等に係る特別控除額がある場合は、長期譲渡所得および
短期譲渡所得に係る特別控除額を控除

　同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算（同じ世帯内に
複数の利用者がいる場合には世帯合算）し、上限額を超えたときは、申請
により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

高額介護サービス費の申請高額介護サービス費の申請

利用者負担段階区分 上限額
現役並み所得者　※１ 世帯44,400円

一般　※２ 世帯44,400円

住民税世帯非課税 世帯24,600円

・課税年金収入額およびその他の合計所得金額
の合計が80万円以下の人　※３

・老齢福祉年金の受給者
個人15,000円

生活保護の受給者 個人15,000円

利用者負担を15,000円に減額することで、生活保
護の受給者とならない場合 世帯15,000円

減免制度減免制度

　次の表のすべての項目に該当する方（生活保護受給者を除く）は、利用
者負担の減免を受けることができます。
　利用者負担の減免申請は、役場ふくし課または知多北部広域連合に申
請書を提出してください。
保険料の
所得段階 減免の対象となる要件 利用者負担額

の減免割合

第１段階第１段階
・世帯の年間合計収入が98万円 ( 世帯員２人

の場合は32万円加算した額､ 以後世帯員が
１人増えるごとに32万円加算した額 ) 以下の
方 ( 年金なども含む )

・市町村民税の課税者に扶養されていない方
　( 同一生計者を含む )
・世帯の預貯金額の合計が350万円 ( 世帯員２

人の場合は100万円加算した額､ 以後世帯員
が１人増えるごとに100万円加算した額 ) 以
下の方

・介護保険料を滞納していない方

負担額の
4分の3

を減免する

第２段階第２段階

負担額の
２分の1

を減免する
第３段階第３段階

●と　き　８月６日（木）
　午後１時30分～４時30分
●ところ　東海市しあわせ村
　保健福祉センター
●内　容　介護サービスの利用上

で生じたサービス事業者とのト
ラブルに関する相談で、法律問
題を含むもの

●対　象　知多北部広域連合から
要介護または要支援の認定を受
けた被保険者およびその介護者

●定　員　６名（先着順）
●応対者　熊田法律事務所弁護士
●申し込み　７月８日（水）～21日
（火）の平日午前８時30分～午後
５時に電話で問い合わせ先へ
※相談したい内容を具体的に整

理しておくこと
●問い合わせ
　知多北部広域連合　総務課
　 052-689-1651

　自筆証書遺言書を作成した本人
が法務局に遺言書の保管を申請す
ることができる制度です。
　保管制度を利用すると、紛失の
防止、他人による破棄や改ざんを
されたりすることがないなど、遺
言者だけでなく相続人や受遺者に
もメリットがあります。詳細は法
務省ホームページへ
●問い合わせ
　名古屋法務局半田支局
　総務課
　 0569-21-1095

介護サービス利用に
関する法律相談

（無料、予約制）

７月10日（金）から法務局で
「自筆証書遺言書保管制
度」がはじまります
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■保険税について　税務課　内線119
■保険証や給付資格について　保険医療課　内線154

問い
合わせ

　安心して病院などにかかれるよう、すべての方が医療保険に加入する
こととなっています。職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入して
いる方、生活保護受給者以外は、国民健康保険の被保険者になります。

わたしたちの健康を守るわたしたちの健康を守る

保
険
税
は

世
帯
主
課
税
で
す

　
同
一
世
帯
内
に
国
民
健
康
保

険
加
入
者
が
い
る
場
合
は
、
保

険
税
の
納
税
義
務
者
は
加
入
者

本
人
で
は
な
く
世
帯
主
で
す
。

そ
の
た
め
、
納
税
通
知
書
な
ど

は
全
て
世
帯
主
あ
て
に
送
付
し

ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
の

軽
減
・
減
免
制
度

■
軽
減
制
度

　
世
帯
主
と
加
入
者
の
前
年
の

総
所
得
金
額
等
の
合
計
が
下
表

の
判
定
基
準
額
以
下
の
場
合
に

は
軽
減
が
受
け
ら
れ
ま
す
。軽
減

を
受
け
る
に
は
住
民
税
の
申
告

が
必
要
で
す（
扶
養
控
除
を
受
け

て
い
る
方
、課
税
資
料
が
役
場
に

届
い
て
い
る
方
は
除
く
）。

■
減
免
制
度

　
次
の
①
～
④
の
事
項
に
該
当

す
る
場
合
、
減
免
が
受
け
ら
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、

納
期
限
の
７
日
前
ま
で
に
申
請

手
続
き
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

①
生
活
保
護
を
受
け
る
こ
と
に

な
っ
た

②
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た

③
継
続
し
て
６
か
月
以
上
の
入

院
療
養
が
必
要
と
な
っ
た

④
失
業
、
事
業
の
廃
止
な
ど
に

よ
り
著
し
く
所
得
の
減
少
が

見
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

※
③
④
は
一
定
の
所
得
基
準
あ

り
　
ま
た
、
65
歳
未
満
で
あ
り
倒

産
や
解
雇
な
ど
自
ら
望
ま
な
い

理
由
で
離
職
し
た
方
は
、
離
職

日
の
翌
日
が
属
す
る
年
度
か
ら

翌
年
度
末
ま
で
の
間
は
、
前
年

の
総
所
得
金
額
等
の
う
ち
給
与

所
得
を
７
割
軽
減
し
て
国
民
健

康
保
険
税
を
計
算
し
ま
す
。
申

請
手
続
き
に
は
、
雇
用
保
険

受
給
資
格
者
証
と
印
鑑
が
必

要
で
す
。

●
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
に
お
け
る
減
免
制
度

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
に
よ
り
、
著
し

く
主
た
る
生
計
維
持
者
の
事

業
収
入
、不
動
産
収
入
、山
林

収
入
、
も
し
く
は
給
与
収
入

の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
場
合
、

減
免
が
受
け
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

●
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
に
お
け
る
徴
収
猶
予

の
特
例
制
度

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
に
よ
り
、
納
税

者
の
事
業
な
ど
に
係
る
収
入

に
相
当
の
減
少
が
あ
っ
た
場

合
は
、
徴
収
の
猶
予
が
受
け

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
共
通
項
目

　
詳
細
は

　
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

医療分 後期高齢者
支援金分

介護納付金分
（40～64歳の

被保険者がいる場合）

所得割
Ａ

（総所得-33万円）
×5.43％

（総所得-33万円）
×2.1％

（総所得-33万円）
×1.37％

均等割
Ｂ

被保険者の人数
×27,600円

被保険者の人数
×5,800円

被保険者の人数
×8,600円

平等割
Ｃ 26,600円 8,800円 6,000円

合計 Ａ+Ｂ+Ｃ
（最大61万円）

Ａ+Ｂ+Ｃ
（最大19万円）

Ａ+Ｂ+Ｃ
（最大16万円）

年税額 医療分＋後期高齢者支援金分＋介護納付金分
※総所得には譲渡所得（特別控除後）も含む
※税額は、中途加入した場合は加入月から、中途脱退した場合（ほかの健康保

険に加入、ほかの市町村へ転出など）は脱退した月の前月までの月割支払い
※税率および賦課限度額の青字箇所は、国の示す基準に改正

国民健康保険税の計算方法

７割軽減 33万円（変更なし）

５割軽減 33万円＋28万5,000円×（被保
険者数＋旧国保被保険者数※）

２割軽減 33万円＋52万円×（被保険者数
＋旧国保被保険者数）

軽減の判定基準金額が変わりました

※国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行
した人（特定同一世帯所属者）の数
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入
者

・
世
帯
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者

全
員
が
65
歳
以
上
75
歳
未
満

・
世
帯
主
が
年
額
18
万
円
以
上

の
公
的
年
金
受
給
者

・
介
護
保
険
料
を
特
別
徴
収
さ

れ
、
介
護
保
険
料
と
国
民
健

康
保
険
税
の
合
算
額
が
１
回

あ
た
り
の
年
金
受
給
額
の
２

分
の
１
を
超
え
な
い
方

■
個
人
納
付（
普
通
徴
収
）

納
付
方
法

■
口
座
振
替

　
納
付
は
原
則
、
口
座
振
替
で

お
願
い
し
ま
す
。
申
請
が
必
要

な
た
め
、
通
帳
と
通
帳
の
届
出

印
を
持
っ
て
役
場
税
務
課
、
ま

た
は
金
融
機
関
で
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い
。

■
介
護
保
険
料
の
納
付

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
40
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
方

は
、
介
護
保
険
分
も
医
療
分
と

一
緒
に
納
付
し
ま
す
。
65
歳
以

上
の
方
は
、
知
多
北
部
広
域
連

合
か
ら
届
く
納
付
書
で
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。

　
口
座
振
替
の
手
続
き
を
し
て

い
な
い
方
は
、
７
月
中
旬
に
送

付
す
る
納
付
書
で
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。

■
年
金
か
ら
の
天
引
き

　
（
特
別
徴
収
）

　
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
場

合
は
、
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ

ま
す
。

・
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
加

納期限

期　
別

納
期
限

全
期
第
1
期

７
月
31
日（
金
）

第
2
期

８
月
31
日（
月
）

第
3
期

９
月
30
日（
水
）

第
4
期

11
月
２
日（
月
）

第
5
期

11
月
30
日（
月
）

第
6
期

12
月
25
日（
金
）

第
7
期

令
和
３
年

２
月
１
日（
月
）

第
8
期

３
月
１
日（
月
）

国民年金保険料
免除などの申請
受付開始

ごみ出し支援

　
令
和
２
年
度
の
免
除
な
ど
の

受
付
を
７
月
１
日
水▢
か
ら
開
始

し
ま
す
。
免
除
対
象
期
間
は
、

令
和
２
年
７
月
～
令
和
３
年
６

月
分
で
す
。
申
請
時
点
の
２
年

１
か
月
前
の
月
分
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
免
除
申
請
が
で
き
ま
す
。

　
経
済
的
な
理
由
で
国
民
年
金

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
や
、
過
去
に
申
請
を
忘

れ
て
い
た
な
ど
未
納
期
間
が
あ

　
「
も
え
る
ご
み
」を
近
く
の
ご

み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
持
ち
出

す
こ
と
が
困
難
な
世
帯
を
対
象

に
ご
み
出
し
支
援
を
行
い
ま
す
。

●
内
容

　
玄
関
先
な
ど
、
事
前
に
取
り

決
め
た
場
所
に
出
さ
れ
た
「
も

え
る
ご
み
」
を
ご
み
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ま
で
運
搬
し
ま
す
。

●
対
象

　
「
も
え
る
ご
み
」を
自
力
で
ご

る
方
は
、
問
い
合
わ
せ
先
へ
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。　

　
な
お
、
免
除
申
請
期
間
に
対

応
す
る
前
年
所
得
に
基
づ
い
て

所
得
審
査
が
行
わ
れ
ま
す
。

●
持
ち
物

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た

は
通
知
カ
ー
ド
、
も
し
く
は

年
金
手
帳

・
印
鑑（
認
印
）

・
失
業
な
ど
の
特
例
免
除
を
申

請
す
る
場
合
は
、
雇
用
保
険

被
保
険
者
離
職
票
、
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
、
雇
用
保

険
被
保
険
者
資
格
喪
失
確
認

通
知
書
の
う
ち
い
ず
れ
か
１

点（
コ
ピ
ー
可
）

み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
搬
送
す

る
こ
と
が
困
難
な
方
で
あ
っ
て
、

次
の
方
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世

帯・
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
に

登
録
さ
れ
て
い
る
方

・
65
歳
以
上
の
方

●
手
数
料　
1
回
に
つ
き
50
円

●
申
し
込
み

　
ご
み
出
し
支
援
申
込
書
を
区

長
、
自
治
会
長
ま
た
は
地
区
民

生
委
員
へ
提
出

※
ご
み
出
し
支
援
申
込
書
は
環

境
課
、
各
地
区
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
配
布
ま
た

は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド

●
問
い
合
わ
せ

　
環
境
課　
内
線
２
８
３

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
よ
る
臨
時
特
例

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
令
和
２
年
２

月
以
降
の
所
得
が
減
少
し
た
場

合
は
、
令
和
２
年
２
月
分
以
降

の
本
人
申
立
の
所
得
見
込
額
を

用
い
て
、
国
民
年
金
保
険
料
免

除
・
納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特

例
を
審
査
し
ま
す
。
申
請
時
に

申
立
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ

・
半
田
年
金
事
務
所

０
５
６
９（
２
１
）２
３
７
５

・
役
場
保
険
医
療
課

　
内
線
１
５
５
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保
険
料（
令
和
２
年
度
）

　

保
険
料
率
は
、
２
年
ご
と
に

見
直
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。
令

和
２
・
３
年
度
の
保
険
料
率
は

次
の
と
お
り
で
す
。

■
均
等
割
額
の
軽
減

■
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
の
保
険

料
の
特
例
（
国
民
健
康
保
険

お
よ
び
国
民
健
康
保
険
組
合

加
入
者
は
除
く
）

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

に
な
る
前
日
に
、会
社
の
健
康
保

険
や
共
済
組
合
な
ど
の
被
扶
養

者
だ
っ
た
方
は
、後
期
高
齢
者
医

療
保
険
資
格
取
得
後
２
年
間
、均

等
割
額
が
５
割
軽
減
さ
れ
、所
得

割
額
は
当
面
の
間
課
せ
ら
れ
ま

せ
ん（
年
額
２
万
４
３
０
０
円
）。

納
付
方
法

■
普
通
徴
収

　

７
月
中
旬
に
送
付
す
る
納
付

書
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
り
納

め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

納期限
期　
別

納
期
限

第
1
期

７
月
31
日（
金
）

第
2
期

８
月
31
日（
月
）

第
3
期

９
月
30
日（
水
）

第
4
期

11
月
２
日（
月
）

第
5
期

11
月
30
日（
月
）

第
6
期

12
月
25
日（
金
）

第
7
期

令
和
３
年

２
月
１
日（
月
）

第
8
期

３
月
１
日（
月
）

●問い合わせ●問い合わせ
・県後期高齢者医療広域連合・県後期高齢者医療広域連合
　　 052-955-1227052-955-1227
・役場保険医療課　内線153・役場保険医療課　内線153

後期高齢者後期高齢者
医療制度医療制度のの

保険料保険料
保険料の計算方法

48,765円

均等割額均等割額
（所得金額－33万円）×9.64％

所得割額所得割額

均等割額 所得割率 保険料の
上限額

令和２・３年度 48,765円 9.64％ 64万円
平成30・31年度 45,379円 8.76％ 62万円

※65歳以上の方の公的年金所得は、年金の所得から15万円を控除した金額で判定

　75歳以上の方、65歳以上から
75歳未満で一定の障がいがあり
加入を希望する方は、それまで加
入していた国民健康保険や職場
の健康保険などから脱退し、後期
高齢者医療制度に加入します。

※
行
政
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー

（
イ
オ
ン
モ
ー
ル
東
浦　

２

階
）で
も
納
付
可
能

■
普
通
徴
収
の
方
は
、
便
利

で
確
実
な
口
座
振
替
の
手

続
き
を
！

　

口
座
振
替
の
手
続
き
は
、
役

場
ま
た
は
金
融
機
関
に
直
接
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
国
民
健

康
保
険
税
を
口
座
振
替
で
納
め

て
い
た
だ
い
た
方
も
再
度
手
続

き
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
特
別
徴
収
（
年
金
か

ら
の
天
引
き
）
の
方
で
も
保
険

料
額
が
変
更
さ
れ
た
場
合
は
、

一
時
的
に
特
別
徴
収
が
で
き
な

く
な
り
、
普
通
徴
収（
納
付
書
）

で
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
便
利
で
納
め
忘
れ
の

な
い
口
座
振
替
を
ご
活
用
く
だ

さ
い
。

■
特
別
徴
収

　

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

は
、
原
則
年
金
か
ら
天
引
き
さ

れ
ま
す（
年
６
回
偶
数
月
）。

・
年
額
18
万
円
以
上
の
公
的
年

金
受
給
者 

・
介
護
保
険
料
を
特
別
徴
収
さ

れ
、
介
護
保
険
料
と
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
の
合
計
額

が
年
金
支
給
額
の
２
分
の
１

を
超
え
な
い
方 

■
口
座
振
替
選
択
制
度

　

保
険
料
の
特
別
徴
収
を
中
止

し
、
口
座
振
替
で
納
付
し
た
い

方
は
、
役
場
保
険
医
療
課
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
持
ち
物　
預
金
通
帳
、
通
帳

印
、
保
険
証

■
ど
う
し
て
も

　
納
付
が
難
し
い
と
き
は

　

特
別
な
事
情
に
よ
り
、
保
険

料
の
納
付
が
難
し
い
と
き
は
、

未
納
の
ま
ま
に
せ
ず
、
お
早
め

に
役
場
保
険
医
療
課
へ
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
次
の
①
～
③
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
、
申
請

に
よ
り
保
険
料
の
減
免
が
認
め

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
減

免
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は

役
場
保
険
医
療
課
へ

①
災
害
に
よ
り
、
住
宅
や
家
財

に
著
し
い
損
害
を
受
け
た
場

合
②
事
業
の
廃
止
、
失
業
な
ど
に

よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し

た
場
合

③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

世帯主と被保険者の所得金額などの合計額が
次の金額以下の世帯 軽減割合 軽減後の

均等割額
33万円以下（被保険者全員の年金収入が80
万円以下でその他の所得がない場合）

7.75割
軽減 10,972円

33万円以下（7.75割軽減に該当しない場合） ７割軽減 14,629円
33万円＋（28.5万円×被保険者数）以下 ５割軽減 24,382円
33万円＋（52万円×被保険者数）以下 ２割軽減 39,012円
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症
に
よ
り
、
世
帯
の
主
た
る

生
計
維
持
者
が
死
亡
し
、
ま

た
は
重
篤
な
疾
病
を
負
っ
た

場
合
、
ま
た
は
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
、
世
帯
の
主
た
る
生
計

維
持
者
の
収
入
が
著
し
く
減

少
し
た
場
合

医
療
機
関
の
窓
口
で

支
払
う
自
己
負
担
割
合

　

医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払

う
一
部
負
担
金
は
、
か
か
っ

た
医
療
費
の
１
割
で
す
。
た

だ
し
、
課
税
所
得
が
年
額

１
４
５
万
円
以
上
あ
る
世
帯

は
３
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

医
療
費
が
自
己
負
担
限
度

額
を
超
え
た
と
き
は
、
後
か

ら
高
額
療
養
費
と
し
て
差
額

を
返
金
し
ま
す
の
で
、
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

低
所
得
者
（
住
民
税
非
課
税

世
帯
）
Ⅰ
・
Ⅱ
ま
た
は
現
役
並

み
所
得
者
Ⅰ
・
Ⅱ
に
該
当
す

る
方
は
、
提
示
す
る
と
医
療

機
関
で
の
自
己
負
担
額
が
減

額
さ
れ
る
「
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
ま
た

は
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の

申
請
が
で
き
ま
す
。
現
在
お

持
ち
の
方
で
、
８
月
以
降
も

対
象
と
な
る
方
に
は
７
月
中

に
郵
送
し
ま
す
。

■
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
の
保
険

料
の
特
例
（
国
民
健
康
保
険

お
よ
び
国
民
健
康
保
険
組
合

加
入
者
は
除
く
）

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

に
な
る
前
日
に
、会
社
の
健
康
保

険
や
共
済
組
合
な
ど
の
被
扶
養

者
だ
っ
た
方
は
、後
期
高
齢
者
医

療
保
険
資
格
取
得
後
２
年
間
、均

等
割
額
が
５
割
軽
減
さ
れ
、所
得

割
額
は
当
面
の
間
課
せ
ら
れ
ま

せ
ん（
年
額
２
万
４
３
０
０
円
）。

納
付
方
法

■
普
通
徴
収

　

７
月
中
旬
に
送
付
す
る
納
付

書
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
り
納

め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

納期限
期　
別

納
期
限

第
1
期

７
月
31
日（
金
）

第
2
期

８
月
31
日（
月
）

第
3
期

９
月
30
日（
水
）

第
4
期

11
月
２
日（
月
）

第
5
期

11
月
30
日（
月
）

第
6
期

12
月
25
日（
金
）

第
7
期

令
和
３
年

２
月
１
日（
月
）

第
8
期

３
月
１
日（
月
）

　保険料の算定方法や保険証の負担割合
については、コールセンターへお問い合
わせください。
後期高齢者医療コールセンター　

0570-011558　
・と　き　７月13日（月）～８月31日（月）
　　　　　午前８時45分～午後５時15分
※通信料がかかります。
※後期高齢者医療保険料額決定通知書は

７月中旬頃に郵送
※納付方法など納付に関する相談は、役

場保険医療課へ
●注　意

　コールセンターは、受信専用です。
還付金の案内や口座を指定して振込み
をさせたり、金融機関のＡＴＭの操作
を指示することは一切ありません。

●問い合わせ　
　・県後期高齢者医療広域連合 管理課
　 052-955-1223
　・役場保険医療課　内線153

県後期高齢者医療広域連合では
後期高齢者医療コールセンターを
開設します

　有効期限が令和２年７月31日の後期高
齢者福祉医療費受給者証をお持ちの方に
は、６月上旬に「更新申請書」を郵送し、６
月25日までに保険医療課へ提出していた
だくようにご案内しています。
　「更新申請書」の提出がない場合は新し
い受給者証の発行ができません。まだ提出
がお済みでない方は、早急に提出をお願い
します。申請書をご提出いただき、審査の結
果引き続き対象となる方には、７月下旬に
新しい受給者証を送付します。
●問い合わせ　保険医療課　内線158

後期高齢者福祉医療費受給者証
の更新申請書などの
提出はお済みですか？

　現在お使いの後期高齢者医療制度の被保険者証の有効期
限は７月31日（金）です。８月からは被保険者証の色がオレン
ジ色に変わります。新しい被保険者証は７月中に郵送します。

被保険者証の更新被保険者証の更新
オレンジ色に変更

※１　過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の支給が４回以上あったと
きの４回目以降の限度額

負担区分
自己負担限度額（１か月あたり）

外来（個人単位） 外来＋入院
（世帯単位）

３
割
負
担

現
役
並
み
所
得
者

Ⅲ（ 課 税 所 得
690万円以上）

252,600円 医 療 費 が842,000円 を 超
えた場合は超えた分の１％を加算

【140,100円※１】

Ⅱ（ 課 税 所 得
380万円以上）

167,400円 医 療 費 が558,000円 を 超
えた場合は超えた分の１％を加算

【93,000円※１】

Ⅰ（ 課 税 所 得
145万円以上）

80,100円医療費が267,000円を超え
た場合は超えた分の１％を加算

【44,400円※１】

１
割
負
担

一　般
18,000円
年間上限

（８月～翌７月）
144,000円

57,600円
【44,400円　※１】

低所得者
（住民税非
課税世帯）

Ⅱ
8,000円

24,600円
Ⅰ 15,000円
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支出済額 13,302,935千円
予算現額 16,173,143千円

（執行率 82.3%）

歳 出 民生費民生費
5,382,165
6,018,086（89.4%）

総務費総務費
1,672,421
2,789,895（59.9%）

教育費教育費
1,716,799
2,140,968（80.2%）

土木費土木費
1,551,996
1,905,183（81.5%）

衛生費衛生費
　948,304
1,055,231（89.9%）

公債費公債費
882,276
882,418（100.0%）

消防費消防費
627,618
654,056（96.0%）

商工費商工費
172,941
305,209（56.7%）

その他その他
348,415
422,097（82.5%）

特別会計 ･ 企業会計

単位：千円（千円未満四捨五入）
上段：収入・支出済額
下段：予算現額

（   ）内は収入・執行率

　町では年２回、財政状況を公表しています。これは住民のみなさ
んから納められた税金などの収入がどのように使われているかを知
っていただくためのものです。今回は令和元年度下半期の財政状況
についてお知らせします。
　なお、今回お知らせする数値は、令和２年３月 31 日現在のもの
ですので、実際の決算額とは異なります。
■問い合わせ　財政課　内線 239

用語説明
用　語 内　容

民生費 高齢者福祉・保育園費
など

総務費 一般事務・財産管理費
など

教育費 学校運営・スポーツ振
興費など

土木費 道路・河川・公園整備
費など

衛生費 ごみ処理・保健衛生費
など

公債費 町が借り入れた資金
の返済費

消防費 消防・救急活動費など

商工費 商工振興・プレミアム
付商品券事業など

その他 議会費など

●国民健康保険事業

●土地取得

●後期高齢者医療

●下水道事業 収益的収入・支出

●下水道事業 資本的収入・支出

●水道事業 資本的収入・支出

329,230（101.0%）

326,090

1,385,231（96.7%）

1,432,593

96,199（89.2%）

107,886

634,827（94.7%）

670,394

28,008（100.0%）

28,010

3,959,343（88.0%）

4,497,818

657,422（88.5%）

743,024

404,356（28.2%）

1,432,593

179,919（41.9%）

429,230

●水道事業 収益的収入・支出
915,132（92.2%）

992,747

536,475（64.4%）

833,488

609,675（90.9%）

670,394

28,008（100.0%）

28,010

4,216,061（93.7%）

4,497,818

歳入見方 歳出
予算現額

収入済額（収入率）

予算現額

支出済額（執行率）
単位：千円
（千円未満
四捨五入）
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収入済額 15,122,133千円
予算現額 16,173,143千円

（収入率 93.5%）

歳 入
町税町税
8,210,295
8,291,633（99.0%）

町債
  
町債
  638,200
1,063,300（60.0%）

国庫支出金国庫支出金
1,534,581
1,760,774（87.2%）

県支出金県支出金
786,456
914,952（86.0%）

地方消費税交付金地方消費税交付金
817,979
800,000（102.2%）

諸収入諸収入
483,624
712,955（67.8%）

繰入金繰入金
686,961
686,960（100.0%）

寄附金寄附金
438,082
465,332（94.1%）

その他その他
577,723
482,536（119.7%）

繰越金繰越金
183,591
183,590（100.0%）

地方交付税地方交付税
402,333
392,331（102.5%）

使用料及び手数料使用料及び手数料
362,308
418,780（86.5%）

一般会計

地方債の現在高

町有財産の状況

159億5,647万2千円
(千円)

(千円)

借入先別

借入目的別

財務省
8,537,688

地方公共団体金融機構
3,922,438

市中銀行等
3,496,346

下水道債
7,558,978

土木債
1,296,893

教育債 1,173,774

民生債 176,192 その他 432,837

臨時財政対策債
5,317,798

 土　地

1,403,757m2

 建　物（延床面積）

136,595m2

財政状況令和元年度

※平成30年度よりの繰越明許費を含む

 基　金（土地を含む）

48億1,992万8千円
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科　目科　目 予算現額予算現額 収入済額収入済額 収入率（％）収入率（％）
分担金及び負担金 2,446,445 2,446,445 100.0
使用料及び手数料 36,150 36,131 99.9
財産収入 212 1,549 730.7
繰入金 808 804 99.5
繰越金 29,856 29,858 100.0
諸収入 713 719 100.8
組合債 58,700 58,700 100.0

歳入合計歳入合計 2,572,884 2,574,206 100.1

歳　入

歳　出
科　目科　目 予算現額予算現額 支出済額支出済額 執行率（％）執行率（％）

議会費 1,218 1,139 93.5
総務費 49,869 45,987 92.2
消防費 2,307,758 2,112,661 91.5
斎場費 131,633 119,944 91.1
公債費 78,844 78,803 99.9
予備費 3,562 0 0.0

歳出合計歳出合計 2,572,884 2,358,534 91.7

一般会計
歳　入

科　目科　目 予算現額予算現額 収入済額収入済額 収入率（％）収入率（％）
分担金及び負担金 3,335,915 3,335,915 100.00
国庫支出金 42,264 40,915 96.81
県支出金 22,864 20,457 89.47
財産収入 11 1 10.12
繰入金 140,935 140,931 100.00
繰越金 8,561 8,561 100.00
諸収入 206 197 95.61

歳入合計歳入合計 3,550,756 3,546,977 99.89

科　目科　目 予算現額予算現額 支出済額支出済額 執行率（％）執行率（％）
議会費 1,623 1,396 86.00
総務費 3,544,607 3,518,126 99.25
事業費 2,326 1,475 63.41
公債費 200 0 0.00
予備費 2,000 0 0.00

歳出合計歳出合計 3,550,756 3,520,997 99.16

歳　出

一般会計一般会計

歳　入
科　目科　目 予算現額予算現額 収入済額収入済額 収入率（％）収入率（％）

分担金及び負担金 216,341 216,341 100.0
使用料及び手数料 36 126 350.0
繰入金 99,165 99,165 100.0
繰越金 6,264 6,265 100.0
諸収入 21 27 128.6

歳入合計歳入合計 321,827 321,924 100.0

消防指令センター特別会計消防指令センター特別会計

歳　出
科　目科　目 予算現額予算現額 支出済額支出済額 執行率（％）執行率（％）

消防指令センター費 183,924 143,460 78.0
公債費 135,903 135,902 100.0
予備費 2,000 0 0.0

歳出合計歳出合計 321,827 279,362 86.8

組合債の状況
目　的目　的 現在高現在高 借入先借入先 現在高現在高

消防 506,209 政府資金 54,073
斎場 0 銀行など 0
消防指令センター 609,532 共済など 1,061,668

その他 0
合　計合　計 1,115,741 合　計合　計 1,115,741

財産の状況
土　地土　地 7,912.00㎡
建　物建　物 9,287.07㎡
基　金基　金 245,791千円

消防車など消防車など 48台（取得価格100万円以上）

財産の状況
基　金基　金 2,382,158千円

科　目科　目 予算現額予算現額 支出済額支出済額 執行率（％）執行率（％）
総務費 287,717 229,508 79.77
保険給付費 20,556,945 18,473,256 89.86
地域支援事業費 1,154,069 824,907 71.48
保健福祉事業費 33,963 0 0.00
基金積立金 294,611 294,411 99.93
諸支出金 215,612 215,330 99.87
予備費 1,664 0 0.00

歳出合計歳出合計 22,544,581 20,037,412 88.88

歳　出

歳　入
科　目科　目 予算現額予算現額 収入済額収入済額 収入率（％）収入率（％）

保険料 5,143,652 5,213,669 101.36
国庫支出金 4,413,863 4,471,971 101.32
支払基金交付金 5,729,478 5,114,051 89.26
県支出金 3,150,577 3,056,413 97.01
財産収入 1,732 1,533 88.51
繰入金 3,623,513 3,621,488 99.94
繰越金 479,898 479,896 100.00
諸収入 1,868 11,416 611.14

歳入合計歳入合計 22,544,581 21,970,437 97.45

介護保険事業特別会計介護保険事業特別会計

知多中部広域事務組合知多中部広域事務組合
東浦町･半田市･阿久比町･武豊町東浦町･半田市･阿久比町･武豊町

問い合わせ　 0569-21-1490

知多北部広域連合知多北部広域連合
東浦町･東海市･大府市･知多市東浦町･東海市･大府市･知多市

問い合わせ　 052-689-1651

（単位：千円）
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歳　入
科　目科　目 予算現額予算現額 収入済額収入済額 収入率（％）収入率（％）

分担金及び負担金 195,443 195,443 100.0 
使用料及び手数料 17,000 17,069 100.4 
財産収入 321 320 99.7 
繰越金 5,536 5,536 100.0 
諸収入 3 6 200.0 

歳入合計歳入合計 218,303 218,374 100.0 

歳　出
科　目科　目 予算現額予算現額 支出済額支出済額 執行率（％）執行率（％）

議会費 390 356 91.3 
総務費 31,154 28,150 90.4 
事業費 185,759 161,284 86.8 
予備費 1,000 0 0.0 

歳出合計歳出合計 218,303 189,790 86.9 

一般会計一般会計
歳　入

科　目科　目 予算現額予算現額 収入済額収入済額 収入率（％）収入率（％）
分担金及び負担金 990,881 990,881 100.0
使用料及び手数料 244,011 239,473 98.1
国庫補助金 209,133 209,133 100.0
財産収入 10,988 11,495 104.6
繰越金 53,760 53,760 100.0
諸収入 201,947 191,736 94.9
組合債 810,600 0 0.0

歳入合計歳入合計 2,521,320 1,696,478 67.3

歳　出
科　目科　目 予算現額予算現額 支出済額支出済額 執行率（％）執行率（％）

議会費 499 457 91.6
総務費 59,680 42,157 70.6
衛生費 1,051,460 835,656 79.5
事業費 1,269,683 227 0.02
公債費 129,998 129,996 100.0
予備費 10,000 0 0.0

歳出合計歳出合計 2,521,320 1,008,493 40.0

一般会計一般会計

組合債の状況
目　的目　的 現在高現在高 借入先借入先 現在高現在高

最終処分場
用地取得債 20,438 財務省 9,553,095

ごみ処理施設
用地取得債 18,932 市中銀行 1,286,170

最終処分場
建設事業債 626,220

ごみ処理施設
建設事業債 10,143,375

マテリアルリサイクル
推進施設建設事業債 12,100

余熱利用施設
整備事業債 18,200

合　計合　計 10,839,265 合　計合　計 10,839,265

財産の状況
土　地土　地 76,313.12㎡
建　物建　物 25,297.61㎡

歳　出
科　目科　目 予算現額予算現額 支出済額支出済額 執行率（％）執行率（％）

事業費 118,643 112,220 94.6 
予備費 1,000 0 0.0 

歳出合計歳出合計 119,643 112,220 93.8 

歳　入
科　目科　目 予算現額予算現額 収入済額収入済額 収入率（％）収入率（％）

分担金及び負担金 31,348 31,348 100.0 
使用料及び手数料 51,007 50,876 99.7 
財産収入 2,817 2,705 96.0 
繰入金 31,473 30,221 96.0 
繰越金 2,933 2,934 100.0 
諸収入 65 66 101.5 

歳入合計歳入合計 119,643 118,150 98.8 

霊園事業特別会計霊園事業特別会計

財産の状況
土　地土　地 145,742.05㎡
建　物建　物 2,413.48㎡
基　金基　金 1,540,174千円

東部知多衛生組合東部知多衛生組合
東浦町･大府市･豊明市･阿久比町東浦町･大府市･豊明市･阿久比町

問い合わせ　 46-8855

知北平和公園組合知北平和公園組合
東浦町･東海市･大府市東浦町･東海市･大府市

問い合わせ　 48-5511

半
田
消
防
署　
東
浦
西
部
出
張
所

半
田
消
防
署　
東
浦
西
部
出
張
所

東
部
知
多
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

東
部
知
多
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

財政状況の公表 令和２年３月31日現在
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H i g a s h i u r a  N e w sH i g a s h i u r a  N e w s

東
浦
の
自
然
に

親
し
む
観
察
会

　
須
賀
川
の
生
き
物
に
会
お
う

●
と
き　
８
月
１
日
土▢
▢

　
午
前
９
時
30
分
～
11
時
30
分

●
集
合
場
所

　
藤
江
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
駐
車
場

●
持
ち
物

　
水
に
ぬ
れ
て
も
よ
い
服
装
、
動
き
や
す

い
靴
、水
筒
、タ
オ
ル
、バ
ケ
ツ
、た
も
網

※
熱
中
症
対
策
は
各
自
で
行
う
こ
と

●
定
員　
30
名（
先
着
順
）

●
受
講
料　
無
料

●
申
し
込
み　
７
月
８
日
水▢
～
21
日
火▢
の

平
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
に
参
加

者
全
員
の
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
、
年

齢
を
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
ま
た
は
直
接
問
い

合
わ
せ
先
へ

●
そ
の
他

　
５
歳
以
上
の
方
で
、１
組
３
名
ま
で（
保

護
者
１
名
に
つ
き
、
子
ど
も
２
名
ま
で
）

※
保
護
者
は
、
子
ど
も
と
一
緒
に
川
へ
入

る
こ
と
が
で
き
る
方
に
限
る

問
環
境
課　
内
線
２
８
２

（
８
３
）９
７
５
６

kankyo@
tow

n.
aichi-higashiura.lg.jp

小
学
生
将
棋
大
会

●
と
き　
８
月
22
日
土▢

　
午
前
９
時
30
分
～
午
後
１
時

・
受
付　
午
前
８
時
40
分
～
９
時 

●
と
こ
ろ　
文
化
セ
ン
タ
ー

●
競
技
方
法　
ク
ラ
ス
別
リ
ー
グ
戦

・
低
学
年
の
部

・
高
学
年
の
部

●
対
象　
町
内
在
住
、
在
学
の
小
学
生

●
参
加
費　
２
０
０
円（
当
日
徴
収
）

●
主
催　
町
文
化
協
会

●
そ
の
他　
マ
ス
ク
着
用
の
こ
と

●
申
し
込
み　
８
月
20
日
木▢
ま
で
に
問
い

合
わ
せ
先
へ（
電
話
申
込
可
）

問
文
化
協
会
事
務
局（
文
化
セ
ン
タ
ー
内
）

（
８
３
）９
５
６
７

第
61
回

町
民
囲
碁
大
会

●
と
き　
８
月
23
日
日▢

　
午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

・
受
付　
午
前
８
時
40
分
～
９
時

●
と
こ
ろ　
文
化
セ
ン
タ
ー

●
競
技
方
法　
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
ク
ラ
ス

別
勝
ち
抜
き
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
方
式

●
指
導
碁　
日
本
棋
院
中
部
総
本
部

　
熊
本　
秀
生
四
段

●
対
象　
町
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の
方

●
参
加
費（
当
日
徴
収
）

・
小
・
中
学
生　
１
０
０
０
円

・
一
般　
１
５
０
０
円

※
指
導
希
望
の
方
は
別
途
指
導
料
５
０
０
円

●
主
催　
町
文
化
協
会

●
後
援

　
町
、
町
教
育
委
員
会
、
中
日
新
聞
社

●
そ
の
他　
マ
ス
ク
着
用
の
こ
と

●
申
し
込
み

　
８
月
17
日
月▢
ま
で
に
問
い
合
わ
せ
先
へ

※
電
話
申
込
可

問
文
化
協
会
事
務
局（
文
化
セ
ン
タ
ー
内
）

（
８
３
）９
５
６
７ス

ポ
ー
ツ

第
２
回

剣
道
実
技
講
習
会

●
と
き　
７
月
19
日
日▢

催 

し

　７月合併号に掲載している記
事内容は、６月16日（火）時点の
情報です。新型コロナウイルス
感染症の拡大防止のため、町主
催の事業を中止または延期する
場合があります。詳しくは町ホー
ムページまたは問い
合わせ先へ

！

納期限７月31日（金）
固定資産税

都市計画税（第２期分）
国民健康保険税

（全期・第１期）
後期高齢者医療保険料

（第１期分）

7 月の税など

5

※（　）内は１月からの累計と
　前年同期の増減

事故災害状況
月の

交通事故 11件 （75件、－７）
死亡 0人 （0人、±0）

救急出場133件（832件、－48）
火災出場 １件（16件、－６）
うち建物 ０件 （６件、－７）
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H i g a s h i u r a  N e w s
暮 ら し の 情 報

①
午
前
の
部　
午
前
９
時
～
正
午

②
午
後
の
部　
午
後
０
時
30
分
～
３
時

●
と
こ
ろ　
町
体
育
館

●
内
容

①
日
本
剣
道
形
、
基
本
技
の
稽
古

②
日
本
剣
道
形
、
木
刀
に
よ
る
基
本
技
稽

古
法

●
対
象　

①
一
般
初
段
以
上
の
方

②
中
学
生

●
指
導
者

　
町
ス
ポ
ー
ツ
協
会
剣
道
部
高
段
者

●
参
加
費　
無
料

●
主
催　
町
ス
ポ
ー
ツ
協
会

●
申
し
込
み　
不
要
、
直
接
会
場
へ

問
町
ス
ポ
ー
ツ
協
会
事
務
局（
町
体
育
館
内
）

（
８
３
）８
３
３
３

夏
休
み
親
子

剣
道
体
験
教
室

●
と
き

　
８
月
２
日
日▢　
午
前
10
時
～
正
午

●
と
こ
ろ　
町
体
育
館

●
対
象　
年
長
児
以
上
の
方

●
講
師　
町
ス
ポ
ー
ツ
協
会
剣
道
部
高
段

者●
参
加
費　
無
料

●
主
催　
町
ス
ポ
ー
ツ
協
会

●
そ
の
他　
運
動
が
で
き
る
服
装
で
参
加

す
る
こ
と

●
申
し
込
み　
不
要
、
直
接
会
場
へ

問
町
ス
ポ
ー
ツ
協
会
事
務
局（
町
体
育
館
内
）

（
８
３
）８
３
３
３

第
22
回
新
人
歓
迎

東
浦
ペ
タ
ン
ク
大
会

●
と
き　
８
月
29
日
土▢

・
受　
付　
午
前
８
時
20
分
～

・
開
会
式　
午
前
８
時
45
分
～

※
雨
天
決
行

●
と
こ
ろ　
町
営
第
１
グ
ラ
ウ
ン
ド

●
種
目　
ト
リ
プ
ル
ス（
組
合
せ
自
由
）

・
初
心
者
の
部
、
ベ
テ
ラ
ン
の
部

●
参
加
費　
１
０
０
０
円
／
人

※
当
日
徴
収

●
持
ち
物

　
昼
食
、
飲
み
物
、
コ
ッ
プ
、
雨
具
な
ど

※
試
合
球
の
貸
出
可

●
主
催　
町
ス
ポ
ー
ツ
協
会

●
そ
の
他　
全
員
に
賞
品
あ
り

●
申
し
込
み　
８
月
10
日
月▢
・
祝▢
ま
で
に

申
込
書
を
町
体
育
館
へ

※
申
込
書
は
町
体
育
館
で
配
布

※
Ｆ
Ａ
Ｘ
の
場
合
は
、
町
ペ
タ
ン
ク
協
会

堀
田
（
８
３
）８
６
４
８
へ

問
町
ス
ポ
ー
ツ
協
会
事
務
局（
町
体
育
館
内
）

（
８
３
）８
３
３
３

問
町
ペ
タ
ン
ク
協
会　
野
村

０
９
０（
９
１
２
９
）６
３
１
２

と　き ところ 相談窓口
若者就職相談
　15～39歳の
　無業状態の若者やその保護者の相談

７月15日（水）
14：00～16：00（予約制）

勤労福祉会館
研修室２

ちた地域若者
サポートステーション

0569-89-7947
司法書士相談
　空き家に関する相続・登記

７月15日（水）13：00～15：00
（予約締切７月10日12：00まで） 役場２階

相談室２
都市計画課
内線266

※現在、予約制の電話相談に切り替えて実施しています。

成年後見制度巡回相談 ７月16日（木）
13：30～16：30（予約制）

役場１階
相談室１

知多地域
成年後見センター

39-2663
建築士相談
　空き家に関するリフォーム、耐震等

７月16日（木）10：00～12：00
（予約締切７月15日12：00まで） 役場２階

相談室２
都市計画課
内線266

※現在、予約制の電話相談に切り替えて実施しています。

弁護士による法律相談
　法律に関すること ※定員６名

７月17日（金）（予約開始７月９日８：30～）
８月14日（金）（予約開始７月22日８：30～）

13：00～16：00
役場２階
相談室２

住民課　内線157
※町内在住、本人のみ

１人年１回、30分
休日納税相談
　町税を滞納して納付方法を相談したい方
※生活状況がわかる資料をお持ちください

７月18日・８月１日（土）
９：00～正午（予約可）

役場 西会議室棟
１階 西会議室 税務課　内線111

心配ごと相談
　人権問題・家庭での悩み・行政相談

７月21日（火）
10：00～12：00、13：00～15：00

役場２階
第１会議室

住民課
内線157

おたずねします 課長さん
　町政に関すること

原則 毎週月曜日
８：30～17：00（予約制） 役場内 広報情報課

内線288
こどもと親のほっとライン
　いじめ・不登校など学校生活に関すること
　※就学前、中学校卒業後の方も可

毎週月～金曜日
９：00～17：00 学校教育課

学校教育課
 0120-783-430

（ナヤミヨ サレ）

相談は無料で、秘密は厳守します。7/15水
8/14金
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第
９
回
東
浦
町
近
郊

小・中
学
生
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
大
会

●
と
き　

・
女
子
の
部　
９
月
12
日
土▢

・
男
子
の
部　
９
月
13
日
日▢

　
午
前
８
時
30
分
～

※
予
備
日　
９
月
19
日
土▢

●
と
こ
ろ　
文
化
広
場
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

●
対
象　
小
学
生
～
中
学
２
年
生
の
町
内

在
住
、
在
学
の
方
ま
た
は
町
ス
ポ
ー
ツ
協

会
登
録
者
お
よ
び
招
待
選
手

●
種
目

　
ダ
ブ
ル
ス
男
子
の
部
・
女
子
の
部

●
参
加
費　
２
０
０
円
／
人

●
主
催　
町
ス
ポ
ー
ツ
協
会

●
申
し
込
み　
８
月
28
日
金▢
ま
で
に
申
込

書
と
参
加
費
を
問
い
合
わ
せ
先
へ

※
申
込
書
は
町
体
育
館
で
配
布

問
町
ス
ポ
ー
ツ
協
会
事
務
局（
町
体
育
館
内
）

（
８
３
）８
３
３
３募 

集

広
報
情
報
課

会
計
年
度
任
用
職
員

●
内
容　
国
勢
調
査
の
正
規
職
員
補
助
業

務（
パ
ソ
コ
ン
入
力
や
書
類
整
理
な
ど
）

●
募
集
人
数　
１
名

●
資
格

　
簡
単
な
パ
ソ
コ
ン
操
作
が
で
き
る
方

●
任
用
期
間

　
８
月
３
日
月▢
～
12
月
25
日
金▢

●
勤
務
時
間

・
月
～
金
曜
日
の
う
ち
４
日
以
内
（
相
談

可
）

・
午
前
９
時
～
午
後
５
時
の
間
で
１
日
５

時
間
以
内（
週
20
時
間
以
内
）

●
勤
務
場
所　
役
場
広
報
情
報
課

●
報
酬　
時
給
９
６
０
円

●
面
接　
７
月
中
旬

●
そ
の
他

・
社
会
保
険
、
雇
用
保
険
、
有
給
休
暇
無

し 

・
労
災
保
険
有
り 

●
申
し
込
み　
７
月
10
日
金▢
ま
で
に
申
込

書
を
問
い
合
わ
せ
先
へ

※
申
込
書
は
広
報
情
報
課
で
配
布
ま
た
は

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

問
広
報
情
報
課　
内
線
２
８
８

8月 資源ごみ収集 ステーションに出された資源ごみは持ち去り禁止

地　区
プラスチック容器包装 金属・びん・

ペットボトル 紙・布類
地区収集日 拠点収集日 拠点場所

森　岡 7・21日(金）14・28日(金）コミュニティセンター 4・18日(火）11・25日(火）

森岡台 7・21日(金）14・28日(金）北部ふれあい 11・25日(火） 4・18日(火）

緒　川 14・28日(金） 毎日 役場 5・19日(水）12・26日(水）

緒川新田 5・19日(水）12・26日(水）コミュニティセンター 14・28日(金） 7・21日(金）

東ケ丘 5・19日(水）12・26日(水）集会所ほか 7・21日(金）14・28日(金）

石浜東 13・27日(木） 6・20日(木）コミュニティセンター 10・24日(月） 3・17日(月）

石浜中 6・20日(木）13・27日(木） 集会所 12・26日(水） 5・19日(水）

石浜西 13・27日(木） 6・20日(木） 集会所 3・17日(月）10・24日(月）

生　路 12・26日(水） 5・19日(水）コミュニティセンター 13・27日(木） 6・20日(木）

藤　江 12・26日(水） 5・19日(水） 公民館 6・20日(木）13・27日(木）

し尿収集　※土日の収集は休み

地　区 収集日 地　区 収集日 地　区 収集日

森　岡 3・4日 緒川新田 11～12日 生　路 20～26日

緒　川 4～11日 石　浜 12～20日 藤　江 27～31日

寄付をいただき
ありがとう
ございます（順不同）

■町立保育園へ
　丹後　裕子様　安達　惇子様
　布マスク
　( 大人・小人用　計30枚 )

　ヤギに除草作業員として東浦自然環境
学習の森の保全活動を手伝ってもらうこ
とになりました。ヤギは多機能広場にい
ます。みなさんも会いに来てください。
●問い合わせ
　環境課　内線282

ヤギヤギがが

お手伝いお手伝い
に来てくれます！に来てくれます！

東浦自然環境学習の森
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H i g a s h i u r a  N e w s
暮 ら し の 情 報

学
校
教
育
課

会
計
年
度
任
用
職
員

●
職
種　
ア
フ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
指
導
員

●
内
容　
放
課
後
に
実
施
さ
れ
る
小
学
４

～
６
年
生
を
対
象
と
し
た
放
課
後
子
ど
も

教
室（
ア
フ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
）で
、
指
導
・

管
理
運
営
補
助
業
務

●
募
集
人
数　
１
名

●
資
格　
教
員
免
許
お
よ
び
普
通
自
動
車

免
許
を
有
し
、
意
欲
の
あ
る
方

※
教
員
免
許
は
更
新
不
要

●
任
用
期
間

　
８
月
１
日
土▢
～
令
和
３
年
３
月
31
日
水▢

※
勤
務
評
価
に
よ
り
再
度
の
任
用
あ
り

●
勤
務
場
所

　
学
校
教
育
課
が
指
定
し
た
小
学
校

●
勤
務
時
間　

①
月
・
火
・
木
・
金
曜
日
の
午
後
０
時
30

分
～
６
時
30
分
の
う
ち
、
指
定
さ
れ
た

時
間（
１
日
４
～
６
時
間
）

②
水
曜
日
の
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

ま
で（
月
１
日
）

※
夏
休
み
に
勤
務
時
間
の
変
更
あ
り

※
春
・
冬
休
み
の
勤
務
は
な
し

●
報
酬

　
時
給
１
０
６
８
円（
期
末
手
当
有
）

●
面
接
日　
７
月
22
日
水▢

●
そ
の
他

・
社
会
保
険
、
雇
用
保
険
無
し

・
労
災
保
険
、
有
給
休
暇
有
り

●
申
し
込
み　
７
月
17
日
金▢
ま
で
に
申
込

書
を
問
い
合
わ
せ
先
へ

※
申
込
書
は
学
校
教
育
課
で
配
布
ま
た
は

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

問
学
校
教
育
課　
内
線
１
７
５

ス
ポ
ー
ツ
課

会
計
年
度
任
用
職
員

●
内
容　
町
体
育
館
、
は
な
の
き
会
館
の

管
理
業
務
な
ど

●
募
集
人
数　
１
名

●
応
募
資
格　
基
本
的
な
パ
ソ
コ
ン
の
操

作
が
で
き
る
方

●
任
用
期
間

　
７
月
27
日
月▢
～
令
和
３
年
３
月
31
日
水▢

●
勤
務
時
間

　
勤
務
表
に
よ
る
交
代
制
で
週
３
日
程
度

・
平
日　
午
後
５
時
10
分
～
９
時
40
分

・
土
日
・
祝
日　
午
前
７
時
40
分
～
午
後

２
時
40
分
、
午
後
２
時
40
分
～
９
時
40

分
●
勤
務
場
所

　
町
体
育
館
、
は
な
の
き
会
館

●
報
酬　
時
給
１
０
４
２
円

●
面
接
日　
７
月
20
日
月▢

●
そ
の
他

・
社
会
保
険
、
雇
用
保
険
無
し

・
労
災
保
険
、
有
給
休
暇
有
り

●
申
し
込
み　
７
月
14
日
火▢
ま
で
に
申
込

書
を
問
い
合
わ
せ
先
へ

※
申
込
書
は
町
体
育
館
で
配
布
ま
た
は
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド　

問
ス
ポ
ー
ツ
課（
町
体
育
館
内
）

（
８
３
）８
３
３
３

放
送
大
学

10
月
入
学
生
募
集

　
放
送
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
て
学
ぶ
通
信

制
の
大
学
で
す
。

●
募
集
内
容

・
教
養
学
部

　
全
科
履
修
生
、
選
科
履
修
生
、
科
目
履

修
生

※
入
学
試
験
は
な
し

●
願
書
受
付
期
間　
９
月
15
日
火▢
ま
で

※
資
料
請
求
は
放
送
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
可
能

問
放
送
大
学
愛
知
学
習
セ
ン
タ
ー

０
５
２（
８
３
１
）１
７
７
１

「海の事故ゼロ
キャンペーン」が
行われます

海上保安庁
イメージキャラクター

うみまる＆うーみん

海の事故は「118番」へ！

受賞おめでとうございます
愛知県警察本部長・

（公社）愛知県防犯協会連合会長 連名感謝状
森岡地区コミュニティ推進協議会

　長年にわたり、組織が一体となって、自
主防犯活動を積極的に推進し、地域の安全
確保に成果を収めたことが認められ、次の
団体が表彰されました。

７月16日（木）～31日（金）

海に出るときは、
・天候、海上模様の確認
・船体やエンジンの点検
・ライフジャケットの着用
・連絡方法（携帯電話など）の確保　
・見張りの徹底
などに注意してください。
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もっと知りたい！
町からのお知らせ
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取り戻そう
美しく豊かな
三河湾

　
三
河
湾
は
、
海
水
の
循
環
が

少
な
い
閉
鎖
性
海
域
の
た
め
、

水
質
・
底
質
の
汚
染
が
大
き
な

課
題
に
な
っ
て
お
り
、
か
つ
て

の
美
し
い
恵
み
の
多
い
海
が
失

わ
れ
か
け
て
い
ま
す
。

　
水
質
を
き
れ
い
な
状
態
に
保

つ
た
め
、
毎
日
の
暮
ら
し
の
中

で
で
き
る
こ
と
を
し
て
い
き

「
き
れ
い
な
海
」「
豊
か
な
海
」

「
楽
し
め
る
海
」を
目
指
し
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

　
豊
か
な
海“
三
河
湾
”環
境
再

生
推
進
協
議
会
で
は
、
７
月
22

日
水▢
を「
豊
か
な
海“
三
河
湾
”

環
境
再
生
推
進
の
日
」、
７
月

22
日
水▢
～
28
日
火▢
を「
豊
か
な

海“
三
河
湾
”環
境
再
生
推
進
週

間
」と
し
て
い
ま
す
。

■
三
河
湾
の
パ
ネ
ル
展　

～
三
河
湾
環
境
再
生
推
進
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
～

　
三
河
湾
を
美
し
く
豊
か
に
し

て
い
く
た
め
、
日
々
の
生
活
の

中
で
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
な

ど
を
パ
ネ
ル
で
紹
介
し
、
環
境

再
生
を
推
進
し
ま
す
。

●
と
き

　
７
月
22
日
水▢
～
28
日
火▢

●
と
こ
ろ　
役
場
１
階
ロ
ビ
ー

問
環
境
課　
内
線
２
８
２

マイスタディ･
マイプロデュース
講座

　
学
び
た
い
！
教
え
た
い
！

思
い
を
形
に
し
て
み
ま
せ
ん
か

●
マ
イ
ス
タ
デ
ィ
講
座

『
こ
ん
な
こ
と
を
習
い
た
い
！
』

　
学
び
た
い
人
が
自
ら
企
画
・

運
営
す
る
講
座
で
す
。

●
マ
イ
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
講
座

『
得
意
な
こ
と
を
生
か
し
た
い
！
』

　
教
え
た
い
人
が
自
ら
企
画
・

運
営
す
る
講
座
で
す
。

▼
審
査
・
事
前
準
備
～
開
催

①
必
要
事
項
を
記
入
し
、
文
化

セ
ン
タ
ー（
生
涯
学
習
課
）へ

申
請
書
を
提
出

※
申
請
書
は
文
化
セ
ン
タ
ー
ま

た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

②
生
涯
学
習
課
で
審
査
し
、
開

催
を
決
定

③
広
報
な
ど
で
参
加
者
を
募
集

④
講
座
を
開
催

※
定
員
の
半
数
以
上
の
申
し
込

み
が
必
要

■
募
集
要
項

●
募
集
期
間

　
7
月
８
日
水▢
～
8
月
6
日
木▢

●
開
催
時
期

　
10
月
下
旬
～
令
和
３
年
3
月

●
募
集
講
座
数

・
マ
イ
ス
タ
デ
ィ
講
座
５
回
分

・
マ
イ
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
講
座
20

回
分

●
そ
の
他

・
募
集
期
間
内
に
申
請
書
を
提

出

・
１
講
座
に
つ
き
５
回
ま
で

（
１
回
2
時
間
程
度
）

・
講
座
の
受
講
対
象
者
は
、
町

内
在
住
・
在
勤
の
方

・
政
治
・
宗
教
・
営
利
を
目
的

と
し
た
講
座
は
、
開
催
不
可

問
文
化
セ
ン
タ
ー

（
８
３
）９
５
６
７

（
８
４
）２
２
０
２

shogai@
tow

n.
aichi-higashiura.lg.jp 出典：三河港湾事務所
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知多半島
ろうスクール
開校

　
人
生
の
さ
い
ご
ま
で
後
悔
せ

ず
、
笑
顔
で
暮
ら
す
た
め
の
自

分
ら
し
い
生
き
方
、
老
い
方
と

生
活
を
守
る
た
め
の
制
度
や
法

律
を
学
ぶ
学
校
で
す
。

●
と
き

　
８
月
７
日
金▢
～
９
月
18
日
金▢

　
（
毎
週
金
曜
日　
全
７
回
）

　
午
後
１
時
～
4
時
30
分

※
８
月
28
日
の
み
午
前
９
時
30

分
～
午
後
４
時
30
分

●
と
こ
ろ　
文
化
セ
ン
タ
ー

※
1
回
目
の
み
勤
労
福
祉
会
館

●
内
容　
も
し
も
の
時
の
身
の

守
り
方
、
財
産
の
守
り
方
・
残

し
方　
な
ど

●
講
師　
弁
護
士
、
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー　
な
ど

●
定
員　
30
名（
先
着
順
）

●
入
学
金
・
受
講
料

・
入
学
金　
２
０
０
０
円

・
講
座
1
回
に
つ
き

　
１
０
０
０
円

●
申
し
込
み　
７
月
６
日
月▢
か

ら
知
多
地
域
成
年
後
見
セ
ン

タ
ー
へ

問
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人　
知
多
地
域
成

年
後
見
セ
ン
タ
ー

（
３
９
）２
６
６
３

問
障
が
い
支
援
課

　
内
線
１
２
５

知北霊園墓地
２次募集

　

知
北
平
和
公
園
組
合
で
は
、

墓
地
使
用
者
を
募
集
し
ま
す
。

●
対
象

　
令
和
２
年
１
月
１
日
以
前
か

ら
引
き
続
き
東
浦
町
、
東
海
市
、

大
府
市
の
い
ず
れ
か
に
住
所
を

有
し
て
い
る
方
で
、
現
在
知
北

霊
園
の
墓
地
を
取
得
さ
れ
て
い

な
い
世
帯

●
必
要
書
類

・
知
北
霊
園
墓
地
使
用
許
可
申

請
書（
規
定
用
紙
）･･･

１
通

・
世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し

（
全
記
載
で
３
か
月
以
内
の

も
の
）･･･

１
通

●
申
し
込
み

　
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
７
月
15
日
水▢
～
21
日
火▢
の

午
前
９
時
～
午
後
５
時
に
、
申

請
者
本
人
ま
た
は
家
族
の
方
が

必
要
書
類
を
問
い
合
わ
せ
先
へ

※
土
日
も
受
付
可

※
墓
地
募
集
案
内
書
と
申
請
書

は
役
場
環
境
課
ま
た
は
問
い

合
わ
せ
先
で
配
布

※
申
し
込
み
は
、
１
世
帯
に
つ

き
4.0
㎡
ま
た
は
3.2
㎡
墓
地
の

ど
ち
ら
か
１
区
画
。
区
画
の

指
定
不
可

※
当
選
を
辞
退
し
た
方
は
辞
退

し
た
日
か
ら
１
年
間
申
込
不

可
●
抽
選

・
と
き

　
７
月
31
日
金▢　
午
前
９
時
～

・
と
こ
ろ

　
知
北
平
和
公
園
組
合

　
管
理
事
務
所

問
知
北
平
和
公
園
組
合

（
４
８
）５
５
１
１

７月１日（水）～10日（金）
夏の安全な
まちづくり
県民運動

●
侵
入
盗
・

　
車
上
ね
ら
い
に
注
意
！

　
町
内
で
、
侵
入
盗
・
車
上
ね

ら
い
の
被
害
が
多
数
発
生
し
て

い
ま
す
。
被
害
に
あ
わ
な
い
た

め
に「
自
分
だ
け
は
大
丈
夫
」と

思
わ
ず
に
対
策
し
ま
し
ょ
う
！

●
防
止
対
策

①
侵
入
盗

・
短
時
間
の
外
出
、
在
宅
中
、

就
寝
中
を
問
わ
ず
、
窓
や
ド

ア
の
カ
ギ
を
か
け
ま
し
ょ
う
。

・
窓
や
ド
ア
は
ツ
ー
ロ
ッ
ク
に

す
る
ほ
か
、
補
助
錠
も
付
け

て
防
犯
効
果
を
高
め
ま
し
ょ

う
。

②
車
上
ね
ら
い

・
短
時
間
で
も
、
車
を
離
れ
る

と
き
は
必
ず
カ
ギ
を
か
け
ま

し
ょ
う
。

・
車
内
に「
カ
バ
ン
」や「
衣
服
」

な
ど
を
放
置
し
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

問
防
災
交
通
課　
内
線
３
４
８

種　別 募集
区画数 永代使用料 維持管理料

4.0㎡墓地 13区画 60万円 年額
3,300円

（１年未満で
も１年とみな
します。）

3.2㎡墓地 48区画 48万円

計 61区画 ―

●募集概要
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特別定額給付金の
申請はお早めに

　
対
象
者
１
人
に
つ
き
10
万
円

の
特
別
定
額
給
付
金
を
支
給
し

て
い
ま
す
。

●
申
請
期
限

　
令
和
２
年
８
月
17
日
月▢
ま
で

※
申
請
書
が
届
い
て
い
な
い
方

は
問
い
合
わ
せ
先
へ

問
総
務
課　
内
線
２
４
５

於大公園プールの
中止

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染

拡
大
防
止
の
た
め
営
業
を
中
止

い
た
し
ま
す
。

問
都
市
整
備
課　
内
線
２
６
５

各地区盆踊り大会
中止

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
防
止
の
た
め
、
各
地
区

盆
踊
り
大
会
を
中
止
い
た
し
ま

す
。

問
各
地
区

　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー 

・
森
岡

（
８
３
）３
０
０
５

・
緒
川

（
８
３
）３
０
０
６

・
卯
ノ
里

（
３
４
）４
８
２
２

・
石
浜

（
８
３
）３
０
０
７

・
生
路

（
８
３
）３
０
０
８

・
藤
江

（
８
３
）７
９
５
０

「まさか」に備えて
各自主防災会
防災訓練日程表

　
地
震
災
害
を
想
定
し
た
防
災

訓
練
を
実
施
し
ま
す
。

問
防
災
交
通
課　
内
線
３
４
９

自主防災会名 と　き ところ

森岡地区自主防災会 10月11日（日） 午前８時30分～ 森岡
コミュニティセンター

森岡台自主防災会 ９月６日（日） 午前８時30分～ 北部ふれあいセンター

緒川地区自主防災会
緒川西部自主防災会 ９月13日（日） 午前９時～ 緒川

コミュニティセンター

新田地区自主防災会 ９月６日（日） 午前８時～ 卯ノ里
コミュニティセンター

東ケ丘自治会
自主防災会 ９月27日（日） 午前８時～ 東ケ丘集会所、

高根中央公園

東浦葵ノ荘団地
自主防災会 10月25日（日） 午前８時30分～ 東浦葵ノ荘集会所

石浜東地区自主防災会
石浜中自主防災会 未定

東浦県営住宅自治会
自主防災会 ９月６日（日） 午前９時～ 石浜西ふれあい広場

衣浦台自主防災会 ９月６日（日） 午前９時～ 三本松公園

平池台自主防災会 ９月27日（日） 午前９時30分～ 平池台集会所周辺

午池自治会自主防災会 ７月26日（日） 午前９時～ 午池集会所

南ヶ丘自治会自主防災会 11月28日（土） 午前10時～ 南ヶ丘中公園

生路地区自主防災会 10月４日（日） 午前９時～ 生路小学校

藤江地区自主防災会 ９月６日（日） 午前７時30分～ 藤江
コミュニティセンター



図 書 館 だ よ り

図書館マスコット
「よむらび」です！

中央図書館
電話 84-2800

 ＊ ＊ ＊ 1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31 ＊

日 月 火 土金木水
7月の休館日 　印は

休館日 「
10
代
の
た
め
の資

格・検
定
」

大
泉
書
店
編
集
部　
編

大
泉
書
店

「
や
た
い
の
お
や
つ
」

ふ
じ
も
と
の
り
こ　
作・絵

鈴
木
出
版

「
約
束
の
果
て

　
黒
と
紫
の
国
」

　
高
丘
哲
次　
著

 

新
潮
社

「
無
人
島
冒
険
図
鑑
」

梶
海
斗　
著

無
人
島プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト　
編

秀
和
シ
ス
テ
ム

こわ～いおばけ

アニメの原作小説特集（一般向け）

7月26日（日）まで期間
　夏といえばこわ～い話 ! おば
けが出てくる絵本や、こわ～い
おはなしの本を集めました。

8月30日（日）まで期間
　アニメの原作となった小説
を集めました。

　図書館の本のラベルに「請求記号」（本の住所）が書かれてい
るのを知っていますか。家の住所と同じように本にも大きく
0～9の数字が割り当てられており、その順番で本棚に並ん
でいます。中央図書館では、青色のラベルが一般書、赤色の
ラベルが児童書を表しています。

よむらびフェスタは、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、
中止いたします。最新情報は中
央図書館ホームページまたは
SNSをご確認ください。

※７月の
　おはなし会はありません。

　図書館資料は皆さんの大切な財産で
す。汚したり、破いたり、水などで濡ら
さないよう、大切に取り扱ってください。
資料への書き込みや切り取りは絶対に
しないでください。図書館資料を破損
または汚損したときは、テープなどで
修理せず、そのままの状態で速やかに
図書館へ届けて
ください。
※弁償していた

だ く 場 合 が あ
ります。

図書館からのお願い

本の住所って？

←本の住所をあらわす数字。「日本
十進分類法」が使われています。

←本を書いた人の名字の頭文字、ま
たは本のタイトルの頭文字

←巻数や年号、シリーズ番号

913
ア
1例えば

こんな感じ！

図書館
豆知識

25 広報ひがしうら 令和２年７月合併号



★問い合わせ★総合子育て支援センター（うららん） 83-8851 84-0181

月号
8

日にち 時 間 内 容

子ども・子育て相談室 毎週月～金曜日 9:30～16:00 子育てコーディネーターによる面接、電話、
FAX 相談　

子ども相談 毎週火曜日 9:30～15:00 子どもを遊ばせながら、子育て家庭相談員
への相談（予約可、電話相談可）

発育相談 8月19日(水) ①９：30～ ②10：30～ 乳幼児の発育相談(予約制)

授乳・卒乳相談
8月11日（火） 13：30～15：00 助産師による授乳（母乳・ミルク）や卒乳につ

いての個別相談（予約可）8月31日（月） 10：00～11：30

発達相談 8月25日(火) ①９：30～ ②10：30～
③13：00～ 

学習面や行動について心配のある小学生以
上の個別相談（予約制）

子育て
なんでも相談

※予約は町内在住の方が対象

日にち 時 間 内 容

工作の日 毎週水・金曜日 10:30～11:30
14:00～15:00

廃材を使った工作や季節の工作
8月「うちわ作り」 

パパ広場 8月22日(土) 10:30～11:00 8月「廃材を使ってうちわを作ろう」　
赤ちゃんタイム 毎週火曜日 14:00～（15分程度）ふれあい遊びと季節の歌、本の読み聞かせ
双子三つ子の会 8月3日(月) 10:00～11:30 ママ同士でお話ししましょう

絵本の読み聞かせ 毎週水・金曜日 11:30～11:40 ボランティアや広場スタッフによる絵本の読み聞
かせ

うららん
８月の予定

●と　き　8月21日（金）
　午前10時～11時30分
●ところ
　総合子育て支援センター（うららん）
●対　象　町内在住の方
●定　員　16名（先着順）

　※4名に満たない場合は中止
●講　師　ひがしうら食改
●材料費　300円
●託　児　6か月～未就園児
　・託児料　１人300円※当日徴収
　・定　員　18名（先着順）

●申し込み
７月22日（水）午前10時から材料
費を問い合わせ先へ

　※電話申込不可

●と　き　8月28日（金）
　午前10時30分～11時30分
●ところ
　総合子育て支援センター（うららん）
●内　容　

災害に備えて、この機会に考え
を見直してみませんか

●対　象　町内在住の方
●定　員　20名（先着順）
●講　師
　石浜中自主防災会　大川　晃氏
●参加費　無料
●託　児　6か月～未就園児
　・託児料　1人300円※当日徴収

　・定　員　20名（先着順）
●申し込み

７月29日（水）午前10時から問い
合わせ先へ
※電話申込可

うららんクッキング　～三色わらびもち～

育児講座　「コロナ禍
か

において子どもと安全に過ごすには～在宅避難を考える～」

壊れたおもちゃの無料修理（部品代を除く）
日程日以外でも、おもちゃの預かり可８月22日（土）　13:00～15:00
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■ねんねコース
●と　き　９月7日、14日、

28日、10月5日
　（各月曜日　全４回）
　午後１時30分～３時
●内　容　べビーマッサー

ジ、手作りおもちゃ、子
育てトークなど

●対　象　町内在住の令和
２年３月～５月生まれの
子どもとその親

●申し込み
　８月７日（金）午前10時か

ら問い合わせ先へ
　※電話申込可

■はいはいコース
●と　き　９月４日～25日
　（毎週金曜日　全４回）
　午前10時～11時30分

●内　容　親子ふれあい遊
び、赤ちゃんダンス、子
育てトークなど

●対　象　町内在住の令和
元年10月～11月生まれの
子どもとその親

●申し込み
　8月4日（火）午前10時から

問い合わせ先へ
　※電話申込可

■共通事項
●定　員　16組（先着順）
●参加費　300円

※徴収日は申込時にお知
らせ

●その他
　上の子は参加不可

子育てサロン

　ファミリー・サポート・
センターとは、子育てのお
手伝い（子どもの預かりや送
迎など）を会員同士でする有
償ボランティアの会です。
援助活動をするためには、
この講習会を受けていただ
く必要があります。
●と　き　8月5日（水）
　・受　付
　　午前9時30分～
　・講習会
　　午前9時45分

～11時30分
●ところ　総合子育て支援

センター（うららん）
●内　容　システム説明と

質疑応答、子どもの発達
と事故予防、急病・ケガ

への対応と応急処置
●対　象　援助会員の登録

を 希 望 す る 方、 フ ァ ミ
リ ー・ サ ポ ー ト・ セ ン
ターの活動に興味があり、
説明だけでも聞いてみた
い方、余暇の時間を利用
したい方

●申し込み　８月４日（火）
までに問い合わせ先へ
※当日都合が悪い方や詳

しく知りたい方は問い
合わせ先へ

※依頼会員の登録は随時
受付

●問い合わせ
　ファミリー・サポート・
　センター
　 84-0181

ファミリー・サポート・センター講習

家庭教育講演会

子育てに本当に必要なことを

いっしょに

考えてみませんか？

親子の関係を
もっとよくしたいな…

など

子どものことにどこまで
干渉していいのかな…

●対　象
町内在住の小・中学生の保護者、教育
関係者

●定　員　48名（先着順）
●講　師

コミュニケーショ
ンアドバイザー・
家庭教育師
千田　伸子氏

●参加費　無料
●託　児

１歳以上の未就園児
（令和２年８月１日現在）

　・定　員　８名（先着順）
　・託児料　無料
●申し込み

７月８日（水）午前10時から問い合わ
せ先へ（電話申込可）
※託児依頼は、７月27日（月）まで

●問い合わせ
　文化センター　 83-9567

８月１日（土）
午前10時～11時30分

文化センター

と　き

ところ
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毎月 19日は食育の日毎月 19日は食育の日
保健センター  83-9677  83-9678

　ポイントマークがあるものを受診した
り参加したりすると「東浦町いきいきマ
イレージ」のポイントを貯められます！

　平成28年度４月よりスタートした「第２期東浦町い
きいき健康プラン21」。本プランの取組みや健康に関
する情報をシリーズで紹介していきます。

1ストレスを感じていますか？
　第２期東浦町いきいき健康プラン21で行った平成
26年度のアンケート調査では、男女ともに20～50歳
代でストレスを感じた人の割合は高くなっており、特
に30～40歳代では８割を超えています。具体的な内
容としては、「仕事に関すること」と「人との関係」のス
トレスが多くあげられています。

　適度なストレスは、心地よい興奮や緊張を与えてく
れるため、仕事や勉強の能率をあげてくれます。しか
し、度を超したストレスはこころや身体が対応できず、
心身に大きなダメージを負わせてしまいます。ストレ
スと上手に付き合っていくためには「ストレスとは何
か」を理解することが大切です。

2ストレスとは？
　ストレスには、「ストレス要因（ストレッサー）」「スト
レス反応」「元の状態に戻ろうとする反応」の３つの意
味が含まれています。

3ストレスと上手に付き合っていくポイント
①自分のストレスに気づく
②自分にとってのリラックス時間をつくる
③適度な運動をし、快適な睡眠をとる 
④困ったときは、誰かに相談する 

「休養・こころ」シリーズ⑧
「健康でいきいきとした自分づくり 家庭づくり まちづくり」 

第２期第２期  東浦町いきいき健康プラン21東浦町いきいき健康プラン21

　「誰に相談したらいいのかわからない」「何を相談した
らいいのかわからない」という方も相談してください。
・こころの保健室（保健センター）　予約制
　面接相談　 83-9677（水曜日午後）
・あいちこころほっとライン365
　（毎日９：00～16：30）
　 052-951-2881
・名古屋いのちの電話（24時間体制）
　 052-931-4343

相談窓口　「ひとりで悩んでいませんか？」

　ストレス状態が長く続くと、心や身体にさまざまな
変化があらわれることがあります。新型コロナウイル
スに限らず、一般的なこころの悩みに関する相談も受
けています。
県精神保健福祉センター　 052-962-5377
●相談時間　平日　午前9時～正午
　　　　　　　　　午後1時～4時30分
●対　象　県内在住の方（名古屋市を除く）
　　　　　※匿名で相談可能

新型コロナウイルス感染拡大や
それにともなう影響に対して、

不安や疲れなどを感じていませんか？

ストレッサー
ストレス要因

ストレスが
ない状態 ストレス反応

ストレスが
ある状態

元の状態に
戻ろうとす
る反応

過度なストレス
がかかると…
戻りにくくなっ
たり、戻れなく
なることも…。

東浦町いきいき健康プラン21策定に係るアンケート調査結果より

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代
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最近１か月間にストレスを感じたか
「仕事に関すること」や
「人との関係」がストレス…

心の状態がそうならないように、早めに対処
していくことが大切です。

ストレスを風船で例えると…
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保 健 セ ン タ ー だ よ り

個別通知する案内は掲載していません。町ホームページをご覧ください。
「ところ」の表記がないものは「保健センター」で実施します。

保健センター  83-9677  83-96788 月の予定

名　称 対　象 日にち 内容（計測・個別相談は共通）

●受付時間
　13：00～14：00
●持ち物
　母子健康手帳
　☆印：歯ブラシ、コッ

プ、タオル
※体調不良などで来所

できない場合は連絡
してください。

※11：00の時点で暴風
警報などが発令中の
場合は中止

４か月児４か月児
健診健診

R2.
４月生

21日
（金） 診察・産婦歯科健診診察・産婦歯科健診

７か月児７か月児
健診健診

R2.
１月生

26日
（水） 診察診察

歯っぴー相談歯っぴー相談
（１歳児計測）（１歳児計測）

R1.
７月生

24日
（月） ブラッシング指導 ☆ブラッシング指導 ☆

１歳６か月児１歳６か月児
健診健診

H31.
２月生

７日
（金）

診察・歯科健診・ブラッシング診察・歯科健診・ブラッシング
指導・フッ素塗布 ☆指導・フッ素塗布 ☆

２歳２か月児２歳２か月児
歯科健診歯科健診

H30.
６月生

19日
（水）

歯科健診・ブラッシング指導・歯科健診・ブラッシング指導・
フッ素塗布 ☆フッ素塗布 ☆

３歳０か月児３歳０か月児
健診健診

H29.
８月生

５日
（水）

尿検査・診察・歯科健診・ブラッ尿検査・診察・歯科健診・ブラッ
シング指導・フッ素塗布 ☆シング指導・フッ素塗布 ☆

乳幼児健診・相談母子健康手帳交付
と　き　３・24日（月）９：40～９：50
内　容　妊娠中の話、マタニティキーホ

ルダーも交付
持ち物　妊娠届出書、マイナンバーの確認

できるもの 事前予約制託児あり

乳幼児予防接種
予防接種の種類や年齢によって医療機関
が異なります。対象月齢・接種間隔を確認
して接種してください。予診票がない方、
接種間隔など不明点は保健センターへ
※かかりつけ医が町外の場合など、県内

協力医療機関でも接種可（接種１週間
前に手続きが必要）

町内医療機関
で実施中

日にち 受付時間 内　容
※４歳以上の未就園児の身体測定や歯科健診も実施（予約制）
※希望者には、身体・体重・体脂肪測定・保健師の相談も実施28日（金） 13:30～14:00 歯科医師による歯科健診・相談、歯科衛歯科医師による歯科健診・相談、歯科衛

生士によるブラッシング指導生士によるブラッシング指導

成人健康相談・歯科健診・相談

検診名 日にち ところ 受付時間 20歳以上 40歳以上 受診料…
子宮頚1,200円、乳腺1,400円、大腸500円
受診料無料の方…東浦町国民健康保険加入
者、満70歳以上の方、生活保護受給者、町民税
非課税世帯者、65～69歳の後期高齢者医療
加入者、がん検診無料クーポン券対象者

子宮頸 乳腺 大腸 胃

女性検診女性検診 18日（火） 保健
センター 14：00～16：00 ● ● ●

がん検診 完全予約制 　※個別胃がん検診…町内指定医療機関で実施（料金：4,000円）

※定員に達している場合があるため、申し込む前に問い合わせてください。

８月の休日急病診療 受付 ９：00～12：00
日にち 診療所名 電話番号

２日（日） ゆりクリニック（内・消・リハ） 82-3337

９日（日） 巽ヶ丘クリニック（内・循・小児） 35-1111

10日（月・祝）みたに整形外科（整・リハ・リウ・内） 82-0114

16日（日） あべ内科クリニック（内・呼・アレ） 84-1155

23日（日） おがわ耳鼻咽喉科クリニック（耳鼻咽喉） 82-5200

30日（日） 耳鼻咽喉科みやこクリニック（耳鼻咽喉・アレ） 82-3859

急病で困ったときは…
■あいち救急医療ガイド  https：//www.qq.pref.aichi.jp/
■愛知県救急医療情報センター（24時間）　 33-1133
■小児救急電話相談（毎日19：00～翌朝８：00）
　 「＃８０００」（短縮番号が使えない場合は 052-962-9900）

■半田歯科医療センター（診療時間 ９：00～13：00）
　 0569-23-2636　※身体障がい者（児）などは毎週木曜日
■全国版救急受診アプリ「Q助」

Q
助
ア
プ
リ

※母乳相談（予約制）も随時行っています。ご希望の方は保健センターへ

と　き 内　容 対　象 持ち物
３日（月） 13:30～15:00 午後２時頃からタッチケアあり 入退室

自由
生後６か月までの
赤ちゃんがいる方

母子健康手帳、バスタオル、
赤ちゃんに必要なもの17日（月） 10：00～11：30 10時30分からふれあい遊び

赤ちゃんとママのホッとスペース 予約不要 赤ちゃんを連れて、悩みを相談したり、おしゃべりしに来てください。

こころの保健室（心の健康など）
保健師 19日（水） 13：30～

（40分程度 予約制）
「疲れやすい」などの体の症状があるときや「気分が沈みがち」など
こころがすっきりしないときに相談してください。臨床心理士 26日（水）
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広報紙に掲載された写真を差し上げています。
※本人が写っている場合に限ります。

問い合わせ　広報情報課　内線288

町HPでは
最新トピックスを公開中！

　再開にあたっては、開館時間を短縮するなどの一部制限を設
けています。また館内では、カウンターへのビニールカーテン
の設置、手すりやスイッチなどの小まめな消毒など、感染予防
対策を講じて開館しています。

6月5日（金）
中央図書館が再開しました

　東浦竹灯篭の会が主催する「夜桜と竹灯篭宵
まつり」が第24回ふるさとイベント大賞で次点
に選出されました。
●問い合わせ　企画政策課　内線290

５月29日（金）
「夜桜と竹灯篭宵まつり」
ふるさとイベント大賞の
次点に選出！

ふるさとイベント大賞
　日本各地の個性を生かしたイベントのうち、優れ
たものを表彰し、全国に紹介することによって、地
域イベントの創造、発展、活性化を図る取組みとし
て、一般財団法人地域活性化センターにより実施さ
れている事業です。
東浦竹灯篭の会
　東浦自然環境学習の森を活動の拠点に、里山保全
活動で伐採した竹を活用して竹灯篭を作成していま
す。作成した竹灯篭は、次点に選出され
たイベントのほか、地域のまつりや福祉
施設などで展示しています。
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(H)

1 歳半を過ぎて言葉を覚え始め毎日の
成長がとても嬉しい！これからなんで
も挑戦して、たくさん失敗していろん
なことを経験してね。

加藤 未都ちゃん（１歳） 写真右

中村 鷹嶺くん（１歳） 写真真ん中

中村 天麻音ちゃん（３歳） 写真左

　たくさんの方から、新型コロナウイルス感染症対策として
寄付をいただきました。（順不同）

５月28日（木）～６月15日（月）
たくさんのご寄付
ありがとうございます

　町内すべての小学1年生の給食が始まり、
本格的な学校生活の幕開けです。児童たち
は小学校で食べるはじめての給食を楽しみ
ました。この日の給食はサバの銀紙焼き、き
んぴらごぼう、鶏だんご汁と栄養満点！手
洗い、消毒を行ったあと、元気な「いただき
ます」の声が校内に響きました。緒川小学校
の児童たちは「小学校の給食はとてもおい
しい」と笑顔いっぱいに話していました。

6月4日（木）
はじめての給食♪

町ホームページ町ホームページ
「広報ひがしうら「広報ひがしうらスーパーキッズスーパーキッズ
募集」から応募できます。募集」から応募できます。

メールで簡単応募！

公益社団法人半田青年会議所
「コロナ18 東浦町民を守るための

18の目標」のパネル

知多薬剤師会
消毒液

株式会社豊田自動織機
フェイスシールド
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●対象者　町内に住所を有し、昭和31年4月1日以前に
生まれた方

※他にも条件あり
●対象装置　令和2年４月1日以降に購入および設置し

た、国土交通省の性能認定を受けた装置
※対象装置および後付け装置取扱事業者については、
（一社）次世代自動車振興センターのホームページへ

●補助額　補助対象経費の8割。障害物検知機能付き装
置は上限３万2,000円、障害物検知機能がない装置は
上限１万6,000円

●その他　１人につき１基まで
※自動車の故障箇所の修理、補修、改良などは補助対

象外
※詳細は町ホームページへ

●申し込み　装置の設置日から2か月以内に交付申請書
と必要書類を問い合わせ先へ
※申請期限は令和３年２月末まで

●問い合わせ
　防災交通課
　内線348

　全国的に高齢運転者が関係した重大事故が多発しています。
　町では、高齢者によるアクセルとブレーキの踏み間違いに
よる事故を抑止するため、後付けの安全運転支援装置（以下

「装置」という）の購入・設置に係る費用の一部を補助します。

高齢者高齢者の方のの方の

安全運転支援装置安全運転支援装置のの

設置費用設置費用をを補助補助しますします

●交通事故を起こさない、遭わないために、次の点にも注意しましょう
　・ヘッドホンやイヤホンの使用など周囲の音が十分聞こえないような状態で運転をしない
　・携帯電話などでの通話や操作しながらの運転はしない。交通違反になります。

●問い合わせ　・半田警察署　 0569-21-0110　・役場防災交通課　内線348

■交通安全スリーＳ運動実施中！
３つのＳ「Stop（ストップ）、Slow（スロー）、Smart（スマー
ト）」を守って、交通事故のない東浦町を目指しましょう。

Stop（ストップ）
赤信号は確実にストップ！
一時停止は自転車もストップ！
飲酒運転をストップ！

Slow（スロー）
見通しが悪い交差点はスロー！
高齢者や子どもを
見かけたらスロー！

Smart（スマート）
後部座席も含めた、すべての座席
でシートベルトを着用しよう！
思いやりを持ったスマート運転！

７月11日（土）～20日（月）７月11日（土）～20日（月）

夏夏のの交通安全県民運動交通安全県民運動

●問い合わせ　・半田警察署　☎０５６９（２１）０１１０　・役場防災交通課　内線348

●価格（ごみ処理手数料）
指定ごみ袋指定ごみ袋のの

特小サイズ特小サイズのの販売開始販売開始
　ごみ出しにおける利便性向上とごみの減量化
のため、指定ごみ袋の特小サイズ（10リットル）
の販売を７月下旬から開始します。
●問い合わせ　環境課　内線283

●販売場所
・役場環境課
・ 卯 ノ 里 コ

ミュニティ
センター

・指定ごみ袋
の取扱店

ごみ袋のサイズ 10枚入り
１パック

大（45リットル） 450円
中（30リットル） 300円
小（20リットル） 200円
特小（10リットル） 100円

2020.7月合併号  No.1343 ※今回は、７月1日・15日合併号です。次回は８月合併号です。

■発行：東浦町　■編集：広報情報課 
　〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地 TEL：0562-83-3111（代表） FAX：0562-83-9756
■業務時間：月～金曜日 午前８時30分～午後５時15分 ※水曜日は午後７時15分まで（一部窓口のみ）

■閉庁日：土・日曜日、国民の祝日・休日、年末年始（12月29日～１月３日）

広報 ひがしうら
東浦町ホームページ
https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/

つくる つながる ささえあう
幸せと絆を実感できるまち 東浦


